
一

は
じ
め
に

平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
新
担
保
・
執
行
法

(｢

担
保
物
権
及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の
た
め
の
民
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律｣

平
成
一
五
年
法
律
第
一
三
四
号)

に
よ
り
、
民
事
執
行
法
に
財
産
開
示
手
続
が
導
入
さ
れ
た

(

一
九
六
条
〜
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二
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内

山

衛

次

目

次

一

は
じ
め
に

二

わ
が
国
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
問
題
―
日
弁
連
の

｢

財
産
開
示
手
続
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト｣

か
ら
―

三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
改
革

四

わ
が
国
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
の
向
上

五

お
わ
り
に

財
産
開
示
手
続
の
実
効
性



二
〇
三
条)

。
こ
の
手
続
に
よ
り
、
勝
訴
判
決
等
を
得
た
債
権
者
は
債
務
者
の
財
産
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
金
銭
執
行
の
実
効
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
金
銭
執
行
は
、
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
状
態
を
十
分
に
認
識
す
る
場

合
に
そ
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
の
自
力
救
済
を
禁
止
す
る
国
家
は
こ
の
よ
う
な
財
産
開
示
制
度

を
設
け
る
必
要
が
あ
り

(

�)

、
実
際
に
も
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
諸
国
の
立
法
例
に
そ
の
制
度
は
存
在
す
る

(

�)

。
し
か
し
、
わ
が
国
は
、
当
初
の

立
法
が
こ
の
種
の
制
度
を
継
受
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
の
改
正
に
お
い
て
も
見
送
ら
れ
て
来
た
こ
と
か
ら
、
一
部
の
学
説
は
わ
が

国
に
も
財
産
開
示
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
近
年
に
な
り
権
利
実
現
の
実
効

性
を
よ
り
一
層
高
め
、
社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
に
適
応
し
う
る
法
制
の
必
要
が
高
調
さ
れ
る
に
至
り
、
平
成
一
三
年
に
法
制
審
議

会
に
お
い
て
こ
の
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た

(

�)

。
そ
し
て
、
平
成
一
五
年
に
新
担
保
・
執
行
法
に
よ
り
民
事
執
行

法
に
財
産
開
示
手
続
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
た
に
導
入
さ
れ
た
財
産
開
示
手
続
は
、
全
国
で
平
成
一
六
年
度
に
七
一
八
件
、
翌
一
七
年
度
は
一
一
八
二
件
、
一
八
年
度
は
七

八
九
件
、
一
九
年
度
は
六
六
三
件
、
二
〇
年
度
は
八
八
四
件
、
二
一
年
度
は
八
九
三
件
、
そ
し
て
二
二
年
度
は
一
二
〇
七
件
の
申
立

て
が
あ
っ
た

(

�)

。
わ
が
国
の
財
産
開
示
は
、
そ
れ
に
続
く
金
銭
執
行
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
の
準
備
執
行
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

(

�)

、

同
年
度
内
に
お
い
て
年
間
平
均
で
一
〇
万
件
を
超
え
る
債
権
執
行
の
申
立
て
、
ほ
ぼ
同
数
の
動
産
執
行
の
申
立
て
、
あ
る
い
は
約
六

〇
〇
〇
件
の
不
動
産
執
行
の
申
立
て
と
比
較
し
て
も

(

�)

、
そ
の
数
は
決
し
て
多
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
創
設
か
ら
ま
だ
一
〇
年
も
経
過
し

て
い
な
い
草
創
の
立
法
で
あ
る
が
、
同
様
な
制
度
を
も
つ
ド
イ
ツ
で
二
〇
〇
八
年
に
約
二
九
〇
万
件
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
を
見

る
と

(

	)

、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
お
そ
ら
く
、
創
設
さ
れ
た
こ
の
制
度
に
何
ら
か
の

問
題
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
こ
の
制
度
に
期
待
さ
れ
た
役
割
が
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
二
〇
〇
八
年
に
実
施
し
た

｢

財
産
開
示
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト｣

の
結
果
を
基
に
こ

の
手
続
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
学
説
、
そ
し
て
財
産
開
示
手
続
に
関

す
る
最
近
の
ド
イ
ツ
の
立
法
を
手
が
か
り
と
し
て
、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
が
よ
り
実
効
性
を
挙
げ
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た

す
に
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

(

�)

谷
口
園
恵
・
筒
井
健
夫
編
著

｢

改
正

担
保
・
執
行
法
の
解
説｣

(

二
〇
〇
四
年)

一
三
五
頁
以
下
、
中
野
貞
一
郎

｢

民
事
執
行
法

[

増
補
新
訂
六
版]｣

(
二
〇
一
〇
年)

八
三
一
頁
以
下
参
照
。

(

�)
V

g
l.

G
au

l,
Z

u
r

R
e

fo
rm

d
e

s
Z

w
an

g
sv

o
llstre

ck
u

n
g

sre
ch

ts,
JZ

1
9

7
3
,

S
.

4
7

3
ff.

な
お
、
内
山
衛
次

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債

務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣
大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
二
五
巻
二
号
四
四
頁
及
び
七
五
頁
参
照
。

(

�)

谷
口
ら
・
前
掲
一
三
六
頁
以
下
参
照
。

(

�)

石
川
明

｢

執
行
に
お
け
る
財
産
開
示
制
度
の
導
入
に
つ
い
て｣

『

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
研
究』

(

一
九
七
七
年)

五
頁
以
下
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(
二
・
完)｣

七
二
頁
以
下
。

(

�)

立
法
ま
で
の
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、
道
垣
内
弘
人
・
山
本
和
彦
・
古
賀
政
治
・
小
林
明
彦
著

[

道
垣
内
弘
人
筆]

｢

新
し
い
担

保
・
執
行
制
度｣
(

二
〇
〇
三
年)

三
頁
以
下
参
照
。

(

�)

最
高
裁
判
所
司
法
統
計
検
索
シ
ス
テ
ム

(
h

ttp
://w

w
w

.co
u

rts.g
o
.jp

/se
arch

/jtsp
0

0
1

0
?)

に
よ
る
。

(

�)

中
野
・
前
掲
八
三
二
頁
参
照
。

(

�)

最
高
裁
判
所
司
法
統
計
検
索
シ
ス
テ
ム

(
h

ttp
://w

w
w

.co
u

rts.g
o
.jp

/se
arch

/jtsp
0

0
1

0
?)

に
よ
る
。

(

	)
V

g
l.

D
G

V
Z

2
0

1
0
,

S
.

1
3

6
.
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二

わ
が
国
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
問
題
―
日
弁
連
の

｢

財
産
開
示
手
続
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト｣

か
ら
―

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
二
〇
〇
八
年
に

｢

財
産
開
示
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト｣

を
実
施
し
て
こ
の
手
続
の
運
用
状
態
を
調
査
し

た

(

�)

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
〇
一
〇
件
の
回
答
数
の
う
ち
、
こ
の
手
続
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
三
四
％
の
回
答
に
お
い
て
、

そ
の
四
四
・
五
％
に
お
い
て
債
務
者
が
出
頭
せ
ず
、
ま
た
債
務
者
が
出
頭
し
た
場
合
で
も
虚
偽
の
開
示
を
受
け
た
と
の
回
答
が
一
三

％
あ
り
、
そ
も
そ
も
開
示
を
受
け
て
い
な
い
と
す
る
回
答
も
四
〇
％
に
上
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
手
続
を
利
用
し
て
も
債
権
の
回
収
が

で
き
な
か
っ
た
す
る
回
答
は
七
五
％
に
及
ん
で
お
り
、
今
後
も
こ
の
手
続
を
利
用
す
る
と
の
回
答
は
四
七
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
回
答
の
七
四
％
が
こ
の
手
続
で
は
効
果
が
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
多
数
の
回
答
者
が
こ
の
手
続
の

実
効
性
に
疑
問
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
回
答
者
の
多
く
は
こ
の
手
続
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
お
り

(

現
状
維
持
で
良
い
と
の
回
答
は
六
％)

、
そ
の
方
法
と
し
て
、
回
答
者
の
六
〇
％
は
債
務
者
が
期
日
に
出
頭

し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
場
合
の
罰
則
の
強
化
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
質
問
の
最
後
に
財
産
開
示
制
度
に
関
す
る
意
見
を
自
由
に
記
載
す
る
欄
を
設
け
て
お
り
、
そ
こ
で
は
こ

の
制
度
の
問
題
点
及
び
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
策
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
意
見
の
多
く
は
、
先
ほ
ど
の
ア
ン

ケ
ー
ト
項
目
に
も
あ
っ
た
債
務
者
の
不
開
示
に
対
す
る
制
裁
の
問
題
と
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
問
題
に
集
約
で
き
る
。
第
一
は
、
財

産
開
示
手
続
の
実
施
要
件
の
簡
略
化
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
執
行
裁
判
所
は
法
文
の
要
件
を
き
わ
め
て
厳
格
に
理

解
し
、
過
重
な
添
付
書
類
等
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
簡
略
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
、
執
行
裁
判
所
に
よ
る
債

務
者
の
財
産
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
権
限
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
意
見
は
、
財
産
開
示
手
続
の
執
行
機
関
で
あ
る
執
行
裁
判
所
に
債
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務
者
の
銀
行
口
座
に
つ
い
て
の
情
報
を
金
融
機
関
あ
る
い
は
税
務
署
な
ど
か
ら
入
手
で
き
る
よ
う
な
権
限
を
与
え
、
ま
た
金
融
機
関

あ
る
い
は
税
務
署
は
こ
れ
に
回
答
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

日
弁
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
指
摘
し
た
こ
の
よ
う
な
財
産
開
示
手
続
の
問
題
は
、
す
で
に
学
説
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
ま

た
後
述
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
改
革
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
学
説
及
び
判
例
、
さ

ら
に
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
と
類
似
の
手
続
を
も
つ
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

(

一)

財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件

(

１)

わ
が
国
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件

財
産
開
示
手
続
は
債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
情
報
を
開
示
さ
せ
る
手
続
で
あ
り
、
債
務
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
し
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
か
ね
な
い
性
質
の
手
続
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
き
な
り
財
産
開
示
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
こ
の
手
続
を
行
う
必
要
が
あ

る
場
合
に
限
り
、
執
行
裁
判
所
は
開
示
手
続
実
施
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

(

ａ)

執
行
不
奏
功

(

民
執
法
一
九
七
条
一
項
一
号
・
二
項
一
号)

債
権
者
は
、
す
で
に
執
行
手
続
を
試
み
た
が
そ
れ
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合
に
財
産
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
条
文
は

｢

配
当
等
の
手
続
に
お
い
て
、
申
立
人
が
当
該
金
銭
債
権
の｣
又
は

｢

当
該
先
取
特
権
の
被
担
保
債
権
の
完
全
な
弁
済
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
き｣

と
し
て
お
り
、
現
在
の
実
務
は
こ
の

｢

配
当
等
の
手
続｣

を
民
事
執
行
法
八
四
条
三
項
に
い
う

｢

配
当
又

は
弁
済
金
の
交
付｣

手
続
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
は
、
本
条
一
号
に
基
づ
い
て

申
立
て
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
証
拠
書
類
と
し
て
配
当
表
又
は
弁
済
金
交
付
計
算
書
の
謄
本
を
提
出
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し
、
ま
た
こ
れ
ら
か
ら
そ
れ
が
財
産
開
示
手
続
に
お
け
る
債
務
者
に
対
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
判
断
で
き
な
い
と
し
て
、
債
務
者
の

氏
名
・
住
所
の
記
載
が
あ
る
当
該
事
件
の
不
動
産
競
売
開
始
決
定
正
本
、
債
権
差
押
命
令
正
本
又
は
配
当
期
日
呼
出
状
等
も
併
せ
て

提
出
す
る
こ
と
を
要
求
す
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
の
決
定
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
事
件
は
、
債
権

者
が
債
務
者
の
預
金
債
権
等
に
つ
い
て
差
押
え
を
し
た
も
の
の
、
そ
の
額
が
少
な
く
執
行
債
権
の
完
全
な
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た

と
し
て
、
一
九
七
条
一
項
一
号
に
よ
る
財
産
開
示
の
申
立
て
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
執
行
裁
判
所
は
こ
の
申
立
て
を
同
項
一
号
の

要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
却
下
し
、
東
京
高
裁
も
次
の
理
由
か
ら
債
権
者
の
抗
告
を
棄
却
し
た
。
す
な
わ
ち

｢

財
産
開
示
の
必
要

性
に
つ
い
て
、
同
項
一
号
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
当
該
必
要
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
形
式
的
な
要

件
で
あ
り
、
…
…
〈
中
略
〉
…
…
そ
の
要
件
は
明
確
な
一
義
的
基
準
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
形
式
的
・
制
限

的
に
行
う
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
法
八
四
条
三
項
に
お
い
て

｢

配
当
又
は
弁
済
金
の
交
付｣

を
も
っ
て

｢(

以
下

｢

配
当

等｣

と
い
う
。)｣

と
明
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
項
一
号
に
い
う

｢

配
当
等｣

と
は
、｢

配
当
又
は
弁
済
金
の
交
付｣

を

い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
解
す
る
こ
と
が
、
濫
用
防
止
の
た
め
の
財
産
開
示
の
必
要
性
の
要
件
と
し
て
、
迅
速
性
・
公

平
性
を
図
り
、
か
つ
、
定
型
性
・
画
一
性
を
旨
と
す
る
民
事
執
行
法
の
法
構
造
と
調
和
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

。

こ
の
よ
う
に

｢

配
当
等
の
手
続｣

を
狭
く
限
定
的
に
解
す
る
場
合
に
は
、
先
行
し
た
執
行
の
不
奏
功
と
し
て
、
例
え
ば
動
産
執
行

を
申
し
立
て
た
が
執
行
不
能
で
終
了
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
不
動
産
執
行
に
お
い
て
無
剰
余
等
の
理
由
で
手
続
が
取
り
消
さ
れ
た
場

合
、
さ
ら
に
は
債
権
執
行
に
お
い
て
取
立
て
を
し
た
が
請
求
債
権
額
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
第
三
債
務
者
の
供
託
は
あ
っ

た
が
競
合
す
る
債
務
者
が
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
配
当
額
が
か
な
り
少
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
債
権
差
押
命
令
の
申
立
て
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が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
な
ど
は
一
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
立
法
担
当
者
も
採
っ
て
お
り
、
債
権
者

が
債
務
者
の
銀
行
預
金
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
が
預
金
口
座
不
開
設
に
よ
り
空
振
り
と
な
り
、
配
当
等
の
手
続
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
一
号
に
は
該
当
し
な
い
と
説
明
し
て
い
る

(

�)

。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
実
務
の
立
場
に
対
し
て
は
、
学
説
か
ら
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
の
文
理
に
固
執
す
る
こ
と
が

制
度
の
趣
旨
な
い
し
機
能
範
囲
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
一
号
と
二
号
と
を
総
合
的
に
見
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
指
摘
で
あ
る

(

�)

。
先
の
東
京
高
裁
決
定
は
、
一
号
を
限
定
的
に
解
し
て
も
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
二
号
の

有
力
な
疎
明
資
料
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
開
示
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理

解
は
、
財
産
開
示
を
求
め
る
債
権
者
の
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

(

ｂ)

執
行
不
奏
功
の
見
込
み

(
民
執
法
一
九
七
条
一
項
二
号
・
二
項
二
号)

本
条
一
項
二
号
及
び
同
条
二
項
二
号
に
よ
る
と
、
知
れ
て
い
る
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
又
は
担
保
執
行
を
実
施
し
て
も
、
申
立

権
者
が
そ
の
金
銭
債
権
の
完
全
な
弁
済
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
の
疎
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
開
示
手
続
実
施
の
決
定
を

行
う
。
こ
れ
は
、
債
権
者
に
知
れ
て
い
る
範
囲
の
債
務
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
て
も
不
奏
功
に
終
わ
る
こ
と
が
確
か
だ
と
い
う
場

合
に
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
制
執
行
の
実
施
を
強
い
る
の
は
意
味
が
な
く
、
不
奏
功
の
見
込
み
の
疎
明
を
も
っ
て
補
充
性
に

代
え
る
趣
旨
で
あ
る

(

�)

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
実
務
は
一
号
の
要
件
に
つ
い
て
限
定
的
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
財
産
開
示
手
続
の
申
立

て
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
二
号
に
基
づ
く

(

�)

。
こ
の
場
合
に
、
債
権
者
は
知
れ
て
い
る
債
務
者
財
産
の
評
価
を
疎
明
し
、
か
つ
、
そ
れ
が

自
ら
の
請
求
債
権
額
を
満
た
さ
な
い
こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
債
権
者
が
安
易
に
こ
の
ル
ー
ト
に
よ
る
こ
と
は
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相
当
で
は
な
い
と
し
て
、
財
産
が

｢

知
れ
て
い
る｣

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
に
一
定
の
調
査
義
務
が
認
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

し
た
が
っ
て
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
、
財
産
開
示
手
続
の
開
始
の
た
め
に
債
務
者
の
財
産
を
事
前
に
ど
の
程
度
調
査
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。

裁
判
例
に
よ
る
と
、
Ａ
銀
行
が
Ｂ
に
対
す
る
貸
付
金
約
一
〇
億
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
取
得
し
た
確
定
判

決
に
係
る
債
権
を
承
継
取
得
し
た
Ｘ
が
、
こ
の
債
務
を
Ｂ
か
ら
二
分
の
一
の
割
合
で
相
続
し
た
Ｙ
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
を
債
務
名

義
と
し
て
、
二
号
に
基
づ
い
て
財
産
開
示
手
続
の
実
施
を
求
め
た
事
件
で
、
東
京
高
裁
は

(

�)

、
Ｘ
の
作
成
し
た

｢

財
産
調
査
結
果
報
告

書｣

に
よ
れ
ば
、
Ｙ
が
相
続
し
た
不
動
産
に
対
し
て
Ａ
銀
行
が
強
制
競
売
を
申
し
立
て
た
が

(

�)

、
こ
の
不
動
産
に
は
抵
当
権
者
の
た
め

に
債
権
額
二
億
円
の
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
債
権
者
も
競
合
し
て
差
し
押
さ
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
不
動
産
の

評
価
額
は
約
二
億
四
四
〇
〇
万
円
で
あ
っ
て
Ｙ
の
持
分
は
そ
の
二
分
の
一
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
動
産
執
行
の
申
立

て
を
し
た
が
執
行
不
能
に
よ
り
終
了
し
、
そ
の
他
の
債
権
、
動
産
類
の
存
在
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
知
れ
て
い
る
財
産
に

対
す
る
強
制
執
行
を
実
施
し
て
も
、
当
該
債
務
名
義
に
係
る
金
銭
債
権
の
完
全
な
弁
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疎

明
が
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
貸
金
業
者
Ｙ
に
対
す
る
約
三
五
〇
万
円
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
執
行
力
あ
る
判
決
を
有
す

る
Ｘ
が
、
二
号
に
基
づ
い
て
財
産
開
示
を
申
し
立
て
た
事
件
で
、
大
阪
高
裁
は

(

�)

、
Ｘ
の

｢

財
産
調
査
報
告
書｣

及
び

｢

添
付
資
料｣

に
よ
れ
ば
、
Ｙ
の
本
・
支
店
の
所
在
地
の
土
地
及
び
建
物
は
Ｙ
の
所
有
で
は
な
く
、
Ｙ
の
二
つ
の
預
金
口
座
の
預
金
債
権
に
つ
い
て

は
他
の
債
権
者
が
す
で
に
差
し
押
さ
え
て
お
り
、
さ
ら
に
動
産
に
つ
い
て
は
執
行
が
行
わ
れ
た
が
成
就
し
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
り
、

ま
た
数
千
人
の
弁
護
士
が
参
加
す
る
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
お
い
て
受
信
し
た
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
交
換
に
よ
っ
て
も
、
他
に

Ｙ
の
財
産
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
知
れ
て
い
る
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
実
施
し
て
も
、
金
銭
債
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権
の
完
全
な
弁
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
る
と
し
た
。

債
権
者
の
こ
の
よ
う
な
調
査
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
裁
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
が
、
二
号
に
よ
る
申
立
て
に
つ
い
て
の

『

疎
明
資
料
の
例』

を
作
成
し
て
お
り
、
債
権
者
が
そ
の
金
銭
債
権
の
完
全
な
弁
済
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
に
は
、
そ
こ

に
掲
げ
る
資
料
の
提
出
を
求
め
る
よ
う
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
資
料
例
に
よ
る
と
、
債
務
者
所
有
の
不
動
産
が
無
剰
余
で
あ
る
こ
と
の
疎
明

に
は
、｢

民
間
調
査
会
社
等
の
不
動
産
評
価
書｣

、｢

取
引
業
者
の
査
定
書｣

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
債
権
に
つ
い
て
は
、
勤
務

先
を
調
査
し
た
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
給
料
等
の
み
で
は
完
全
な
弁
済
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
の
疎
明
と
し
て
、｢

債
権
差

押
命
令
正
本｣

、｢

第
三
債
務
者
の
陳
述
書｣

、｢

第
三
者
の
陳
述
書
、
聴
取
書｣

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
動
産
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
価
値
が
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
調
査
し
た
が
不
明
で
あ
る
こ
と
の
疎
明
と
し
て

｢

動
産
執
行
不
能
調
書
正
本｣

と

｢

調

査
結
果
報
告
書｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
予
定
さ
れ
て
い
る
債
権
者
に
よ
る
調
査
は
、
債
権
者
が
通
常
行
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
を
超
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
不
動
産
に
つ
い
て
費
用
や
時
間
が
か
か
る
民
間
調
査
会
社
を
専
ら
利
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
債
権

に
つ
い
て
第
三
者
の
陳
述
書
や
聴
取
書
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
先
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
動
産
執
行
の
不
能
調
書
の
他
に
、
そ
の
他
の

動
産
の
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
よ
る
情
報
交
換
で
他
の
財
産
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
も
必
要
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
債
権
者
に
過
重
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。

(

２)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件

一
八
七
七
年
公
布
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典

(�
�����

���	

����


�
�

以
下
で
は
Ｃ
Ｐ
Ｏ
と
略
す)

は
、
わ
が
国
の
強
制
執
行
法

の
立
法
化
に
あ
た
り
範
と
さ
れ
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
る
財
産
開
示
手
続
は
、
わ
が
国
の
当
初
の
立
法
に
は
継
受
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
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の
、
現
在
の
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
と
類
似
す
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｏ
七
一
一
条
は

｢

債
権
者
が
差
押
え
に
よ
り
完
全
な
満
足
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
、
ま
た
は
債
権
者
が
差
押
え
に
よ
り
完
全

な
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
財
産
の
目
録
を
提
出
し
、
そ

の
有
す
る
債
権
に
つ
き
原
因
と
証
拠
方
法
を
表
示
し
、
か
つ
、
次
の
開
示
宣
誓
を
な
す
べ
き
義
務
を
負
う
。｣

と
規
定
し
た

(

�)

。
立
法

理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
度
は
、
強
制
執
行
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
最
後
の
手
段
と
し
て
債
権
者
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
か
ら
導
入
さ
れ
、
立
法
者
が
執
行�

取
前
の
債
務
者
の
財
産
状
態
の
解
明
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
執
行
官
に
よ
り
債
権
者
の

権
利
が
迅
速
か
つ
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
直
接
強
制
を
財
産
開
示
手
続
よ
り
も
重
視
し
、
ま
た

こ
の
よ
う
な
財
産
開
示
が
債
務
者
の
負
担
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た

(

�)

。
財
産
開
示
手
続
の
こ
の
よ
う
な
補
充
性
は
、
わ

が
国
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
九
七
年
に
公
布
さ
れ
た

｢

第
二
次
強
制
執
行
改
正
法｣

に
よ
り
、
現
行
ド

イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典

(�
��
���

���	


����


�
�

以
下
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
略
す)

八
〇
七
条
の
財
産
開
示
規
定
の
中
で
補
充
性
を
緩
和
す

る
規
定
が
新
た
に
追
加
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
間
の
逐
次
の
改
正
に
よ
っ
て
も
そ
の
文
言
に
ほ
と
ん
ど
変
更
は
な
か
っ
た

(

�)

。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
は
、
そ
の
条
文
の
民
事
訴
訟
法
典
の
中
で
の
位
置
が
わ
が
国
と
異
な
っ
て
お
り
、

立
法
当
初
か
ら

｢

民
事
訴
訟
法
典

第
八
編

強
制
執
行｣
の
中
の

｢

第
二
章

金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行｣

に
お
け
る

｢

第
一
節

動
産
に
対
す
る
強
制
執
行｣

(

の

｢

第
一
款

総
則｣)
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
条
文
中
の

｢

差
押

え
に
よ
り｣

は
、
動
産
に
対
す
る
執
行
を
意
味
し
、
不
動
産
執
行
の
実
施
を
必
要
と
し
な
い
。
当
初
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
不

動
産
執
行
は
債
権
者
に
即
時
の
満
足
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る

(
�)

。

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

論

説

1676

三
八



(

ａ)

動
産
執
行
の
不
奏
功

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
一
号)

現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
は
、｢

債
務
者
は
、
…
…
〈
中
略
〉
…
…
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
財
産
の
目
録
を
提

出
し
、
か
つ
、
そ
の
有
す
る
債
権
に
つ
き
原
因
と
証
拠
方
法
を
表
示
す
る
義
務
を
負
う
。｣

と
規
定
し
、
一
号
と
し
て

｢

債
権
者
が

差
押
え
に
よ
り
完
全
な
満
足
を
受
け
な
か
っ
た
場
合｣

を
挙
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
者
は
、
動
産
に
対
す
る
強
制
執
行
に
よ
り

完
全
な
満
足
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
産
に
対
す
る
強
制
執
行
は
物
の
換
価
に
失
敗
し
た
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
よ
り
完
全
な
満
足
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
不
奏
功
に
終
わ
る
が
、
通
常
は
、
執
行
官
が
作
成
す
る
特
別
な

｢

不
奏

功
証
明
書

(
F

ru
ch

tlo
sig

k
e

itsb
e

sch
e

in
ig

u
n

g)｣

に
よ
り
証
明
さ
れ
る

(

�)

。
こ
れ
は
、
強
制
執
行
に
お
い
て
差
押
可
能
な
物
を
発
見

で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
差
押
物
が
満
足
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
で
は
な
く
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合
に
作
成
さ
れ
る
。

そ
の
他
に
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
六
二
条
に
よ
る
執
行
官
の
執
行
調
書
の
提
出
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る

(

�)

。
も
っ
と
も
、
動
産
執
行
の
不
奏
功

と
開
示
手
続
の
開
始
と
の
間
に
は
時
間
的
間
隔
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
動
産
執
行
の
不
奏
功
は
、
原
則
と
し
て
執
行
不
奏
功
の
日
か
ら

六
ヵ
月
以
内
に
不
奏
功
証
明
書
な
ど
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

執
行
官
事
務
処
理
規
則�

����
����	


�
�
��



�
��
�

G
e

rich
tsv

o
llzie

h
e

r

以
下
で
は
Ｇ
Ｖ
Ｇ
Ａ
と
略
す
。
一
八
五
条
ａ
第
二
号
ａ

(

�))

。

(

ｂ)

動
産
執
行
の
不
奏
功
の
見
込
み

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
二
号)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
二
号
は
、｢

債
権
者
が
差
押
え
に
よ
り
完
全
な
満
足
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
場
合｣

を
挙
げ
て
お
り
、
債
権
者
は
、
自
ら
差
押
え
を
し
な
く
と
も
、
動
産
に
対
す
る
執
行
に
よ
り
完
全
な
満
足
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
疎

明
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
実
務
で
は
、
す
で
に
差
押
え
が
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
の
差
押
え
に
は
見
込
み
が
な
く

(

�)

、
あ

る
い
は
他
の
債
権
者
に
よ
る
差
押
え
が
す
で
に
不
奏
功
に
終
わ
っ
て
い
る
な
ど
、
執
行
官
が
強
制
執
行
は
不
奏
功
に
終
わ
る
と
の
根
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拠
の
あ
る
手
が
か
り
を
も
つ
場
合
に
は
、
執
行
官
か
ら
債
権
者
に
遅
滞
な
く
交
付
さ
れ
る｢

差
押
不
能
証
明
書(

�
�
�
���

���	

�
���

��
���

���
��
�
�
�)｣

(

Ｇ
Ｖ
Ｇ
Ａ
六
三
条
一
号)

の
提
出
に
よ
り
疎
明
が
な
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
他
の
事
件
に
お
け
る
不
奏
功
証
明

書
又
は
執
行
調
書
の
提
出
に
よ
っ
て
も
疎
明
は
可
能
で
あ
る

(

Ｇ
Ｖ
Ｇ
Ａ
一
八
五
条
ａ
第
二
号
ｂ

(

�)(

�))

。

と
こ
ろ
で
、｢
動
産
執
行｣

に
は
民
事
訴
訟
法
典
の
構
成
上
債
権
執
行
も
含
ま
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
債
権
者
に
債
務
者
の
債
権

調
査
を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
債
権
者
が
債
務
者
の
債
権
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
場
合
に

(

例
え
ば
、
そ
の
使
用
者
ま
た
は
そ
の

他
の
第
三
債
務
者)

、
そ
の
差
押
え
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
差
押
え
に
は
見
込
み
が
な
い
こ

と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
債
権
に
つ
い
て
は
通
常
は
財
産
開
示
に
よ
り
初
め

て
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

(
�)

。
(

ｃ)

第
二
次
強
制
執
行
改
正
法
に
よ
る
要
件
の
拡
大

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
三
号
・
四
号)

一
九
九
七
年
に
公
布
さ
れ
た

｢

第
二
次
強
制
執
行
改
正
法｣

に
よ
り
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件
が
拡
大
さ
れ
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七

条
一
項
に
三
号
と
四
号
が
追
加
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、｢

債
務
者
が
捜
索

(

七
五
八
条)

を
拒
絶
し
た
場
合｣

又
は

｢

執
行
官
が
、

少
な
く
と
も
二
週
間
前
に
執
行
を
一
回
通
知
し
た
後
、
債
務
者
に
そ
の
住
居
に
お
い
て
繰
り
返
し
出
合
わ
な
か
っ
た
場
合｣

に
も
、

債
務
者
は
財
産
開
示
を
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
れ
に
よ
り
財
産
開
示
手
続
の
補
充
性
は
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
当
初
の
立
法
者
は
債
権
者
の
執
行�

取
の
前
に
債
務
者
の
財
産
状
態
を
解
明
す
る
と
い

う
財
産
開
示
手
続
の
先
行
を
許
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、｢

Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
九
三
一
年
草
案｣

が
、
執
行
裁
判
所
に
よ
る
執
行
方
法
の
決

定
の
た
め
に
財
産
開
示
手
続
を
強
制
執
行
手
続
の
最
初
に
置
い
た
こ
と
を
契
機
と
し
て

(

�)

、
動
産
執
行
の
不
奏
功
を
要
件
と
す
る
こ
と

な
く
財
産
開
示
手
続
を
先
行
さ
せ
て
債
務
者
の
財
産
状
態
を
迅
速
か
つ
広
範
囲
に
明
ら
か
に
し
、
強
制
執
行
の
実
効
性
を
挙
げ
よ
う
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と
す
る
い
く
つ
か
の
改
革
提
案
が
現
れ
た
。
そ
の
詳
細
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
が

(

�)

、
ガ
ウ
ル
の
提
案
に
よ
れ
ば

(

�)

、
債
務
者
が
執
行

手
続
の
間
、
そ
し
て
そ
れ
が
無
駄
に
終
わ
っ
て
財
産
開
示
の
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
る
ま
で
何
も
協
力
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
は
ド
イ

ツ
執
行
制
度
の
欠
陥
で
あ
り
、
財
産
開
示
手
続
の
先
行
に
よ
り
初
め
て
効
果
的
で
合
理
的
な
執
行
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
強
制

執
行
で
は
債
権
者
の
権
利
は
名
義
に
よ
り
す
で
に
確
定
し
て
お
り
、
判
決
手
続
に
お
い
て
さ
え
両
当
事
者
に
協
力
義
務
が
課
せ
ら
れ

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
債
務
者
は
そ
の
受
動
的
地
位
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
当
初
か
ら
積
極
的
に
協
力
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
開

示
手
続
が
先
行
す
れ
ば
、
執
行
官
が
訪
れ
た
こ
と
に
よ
り
警
戒
し
た
債
務
者
が
財
産
開
示
期
日
の
前
に
差
押
可
能
な
財
産
を
ど
こ
か

に
運
び
去
り
、
そ
し
て
未
回
収
債
権
を
回
収
す
る
こ
と
も
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。

財
産
開
示
手
続
の
先
行
に
よ
り
強
制
執
行
の
実
効
性
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
提
案
は
、
支
持
も
受
け
た
が

(

�)

、
こ
れ
に
対

す
る
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
開
示
手
続
の
先
行
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法(

G
ru

n
d

g
e

se
tz

以
下
で
は
Ｇ
Ｇ
と
略
す)

二
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
法
治
国
家
の
要
請
に
由
来
す
る

｢

相
当
性
の
原
則

(
G

ru
n

d
satz

d
e

r
�
���

����
	

	��

�	�

比
例
原
則
と
も

い
う)｣

に
違
反
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
債
務
者
の
財
産
開
示
は
債
務
者
の
自
由
で
私
的
な
取
引
領
域
へ
の
特
に
厳
し

い
侵
害
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
動
産
執
行
と
い
う
よ
り
負
担
の
少
な
い
手
段
よ
り
も
先
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
た
し

か
に
、
強
制
執
行
は
一
方
で
は
債
権
者
の
債
権
す
な
わ
ち
財
産
権
と
い
う
基
本
権
の
実
現
で
あ
る
の
に
対
し
て

(

Ｇ
Ｇ
一
四
条)

、

他
方
で
は
債
務
者
の
一
連
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
利
益
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
こ
の

｢
相
当
性
の
原
則｣

を
用
い
て
調
整
を
図
っ
て
き
た

(

�)

。
す
な

わ
ち
、
相
当
性
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
執
行
は
そ
れ
が
必
要
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
相
当
性
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。
そ
し

て
、
こ
の
必
要
性
と
は
、
執
行
の
種
類
及
び
方
法
が
執
行
債
権
の
実
現
の
た
め
に
有
用
な
手
段
で
あ
り
、
債
務
者
に
必
要
以
上
の
負
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担
を
か
け
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
要
す
る
に

｢

寛
容
的
執
行｣

、｢

よ
り
マ
イ
ル
ド
な
執
行
方
法｣

が
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
(

�)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
債
権
者
の
執
行
の
可
能
性
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
以
外

に
も
、
こ
の
原
則
に
違
反
す
る
場
合
は
執
行
が
違
法
に
な
る
と
す
る

(

�)

。

も
っ
と
も
、
強
制
執
行
に
お
い
て
こ
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
学
説
の
中
に
も
強
い
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実
体

法
に
存
在
し
な
い
原
則
を
実
体
権
の
強
制
的
実
現
方
法
で
あ
る
強
制
執
行
に
つ
い
て
ま
で
適
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
こ
の

原
則
に
よ
り
執
行
が
終
局
的
に
妨
げ
ら
れ
る
の
は
当
を
得
な
い
と
す
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
財
産
開
示
の
先
行
が
相
当
性
の
原
則
に
違
反
す

る
と
の
見
解
に
対
し
て
は
、
財
産
開
示
は
、
た
し
か
に
差
押
え
の
実
施
と
は
異
な
り
債
務
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
債
権
者
は

債
務
者
だ
け
が
持
っ
て
い
る
情
報
を
取
得
で
き
な
け
れ
ば
著
し
い
不
利
益
を
被
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
利
益
よ
り
も
財
産
開
示
を

求
め
る
債
権
者
の
利
益
が
絶
対
的
に
優
先
す
る
の
で
あ
り
、
財
産
開
示
は
よ
り
厳
し
い
処
分
で
は
な
い
と
批
判
す
る

(

�)

。

財
産
開
示
手
続
の
先
行
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
従
来
か
ら
批
判
は
あ
る
も
の
の
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
に
三
号
・
四
号
が

新
た
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
向
け
て
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
規
定
さ
れ
た

の
は
、
動
産
執
行
に
際
し
て
債
務
者
の
住
居
を
捜
索
す
る
際
に
、
Ｇ
Ｇ
一
三
条
二
項
の
住
居
不
可
侵
を
求
め
る
基
本
権
に
基
づ
き
、

債
務
者
が
捜
索
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
裁
判
官
の
捜
索
命
令
を
必
要
と
す
る
と
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
原
因
で
あ

る

(

�)

。
つ
ま
り
、
こ
の
決
定
に
よ
り
、
債
権
者
は
ま
ず
初
め
に
裁
判
官
の
捜
索
命
令
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
後
に
動
産
執

行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
て
財
産
開
示
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
債
務
者
に
よ
る
財
産
の
隠
蔽
の
危
険
が
増
し
、
ま
た
執

行
裁
判
所
は
債
権
者
に
よ
る
大
量
の
捜
索
命
令
発
令
申
立
て
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
執
行
官
も
捜
索
命
令
発
令

後
に
再
度
動
産
執
行
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
改
正
法
は
、
主
に
、
債
務
者
に
よ
る
捜
索
拒
絶
の
件
数
を
減
ら
し
、
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執
行
機
関
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
こ
の
要
件
を
追
加
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
は
強
制
執
行
を
促
進
す
る
た
め
に
債
務

者
の
財
産
状
態
を
迅
速
か
つ
確
実
に
開
示
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

(

�)

。

(

二)
執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
の
拡
大

日
弁
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
財
産
開
示
手
続
の
執
行
機
関
で
あ
る
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
財
産
情
報
を
金
融
機
関
あ

る
い
は
税
務
署
な
ど
の
第
三
者
か
ら
も
取
得
で
き
る
権
限
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
債
務
者
が
財
産
開
示
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
出
頭
し
て
も
虚
偽
の
開
示
を
受
け
る
場
合
の
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

た
し
か
に
、
執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
が
拡
大
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
債
務
者
の
財
産
状
況
の
開
示
が
進
み
、
金
銭
執
行
の
実
効
性

は
か
な
り
向
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
も
、
こ
の
よ
う
な

｢

財
産
照
会
手
続｣

は
、
わ
が
国
の
立
法
過
程
に
お
け
る

｢

要
綱
中

間
試
案｣

に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
中
間
試
案
の

｢

補
足
説
明｣

で
は

(

�)

、
わ
が
国
に
は
債
務

者
の
預
金
口
座
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
集
権
的
な
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
が
存
在
せ
ず
、
各
金
融
機
関

(

支
店)

に
対
し

て
債
務
者
の
預
金
口
座
の
有
無
を
照
会
す
る
他
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
の
債
権
執
行
の
実
務
と
比
べ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
は
な
く
、

ま
た
債
務
者
の
給
料
債
権
の
差
押
え
に
必
要
な
債
務
者
の
勤
務
先
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
税
務
署
へ
の
照
会
と
い
う
案
が

考
え
ら
れ
る
が
、
税
務
署
の
も
つ
情
報
を
そ
の
目
的
外
に
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
が
予
想
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う

な
制
度
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
照
会
を
受
け
る
第
三
者
の
守
秘
義
務
と
の
関
係
も
明
ら
か
に
す
る
べ
き
と
の
意
見
も
あ
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
、
結
局
こ
の
手
続
は
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
学
説
の
中
に
は
、
す
で
に
財
産
開
示
手
続
の
制
定
前
に
、
預
金
保
険
法
附
則
一
四
条
の
二
が
預
金
保
険
機
構
の
職
員

に
よ
る
債
務
者
財
産
占
有
者
や
第
三
債
務
者
、
資
産
譲
受
人
等
に
対
す
る
質
問
権
・
帳
簿
提
示
請
求
権
等
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
着
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目
し
、
こ
の
よ
う
な
情
報
取
得
制
度
は
、
理
論
的
に
は
金
融
機
関
の
不
良
債
権
の
回
収
時
に
限
定
す
る
合
理
的
な
根
拠
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
調
査
に
つ
い
て
、
特
に
公
的
な
機
関
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た

(

�)

。
た
し
か
に
、
執
行
裁
判

所
が
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
第
三
者
の
開
示
を
求
め
て
こ
れ
を
取
得
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
債
務
者
の
財
産
状
況

は
よ
り
一
層
開
示
さ
れ
、
金
銭
執
行
の
実
効
性
は
挙
が
る
。
し
か
し
、
立
法
過
程
に
お
い
て
示
さ
れ
た
問
題
な
ど
が
あ
り
、
執
行
裁

判
所
に
こ
の
よ
う
な
権
限
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
一
八
七
七
年
公
布
の
Ｃ
Ｐ
Ｏ

以
降
今
日
ま
で
執
行
機
関
は
こ
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。

(

三)

制
裁

(

１)

わ
が
国
に
お
け
る
制
裁

債
務
者
の
不
開
示
件
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、
制
裁
を
強
化
す
べ
き
と
す
る
意
見
は
日
弁
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
多
数
見
ら
れ

る
。
わ
が
国
の
財
産
開
示
は
非
強
制
の
執
行
で
あ
り
、
債
務
者
の
不
開
示
に
対
し
て
、
開
示
じ
た
い
を
強
制
す
る
た
め
の
手
続
は
規

定
さ
れ
て
い
な
い
。
民
事
執
行
法
は
、
開
示
義
務
者
が
正
当
な
理
由
な
く
財
産
開
示
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
ま
た
は
宣
誓
を
拒
ん
だ
場

合
、
あ
る
い
は
財
産
開
示
期
日
に
お
い
て
宣
誓
し
た
開
示
義
務
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
陳
述
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
陳
述
せ
ず
、

ま
た
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
場
合
に
、
三
〇
万
円
以
下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
と
規
定
す
る(

二
〇
六
条
一
項
・
二
項)

。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
過
料
が
開
示
を
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
制
裁
で
あ
り
、
さ
ら
に
財
産
開
示
執
行
に
欠
け
て
い
る
強
制
手
段
に
代
わ

る
機
能
を
も
つ

(

�)

。
そ
し
て
、
秩
序
罰
と
し
て
の
過
料
は
強
制
機
能
を
も
つ
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
開
示
に
対
す
る
過
料
の
制
裁

は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
開
示
義
務
者
は
、
そ
の
不
開
示
に

｢

正
当
な
理
由｣

が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、

過
料
の
制
裁
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
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し
か
し
、
過
料
金
額
の
上
限
は
低
く
、
こ
れ
で
は
財
産
開
示
を
強
制
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い

(

�)

。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中

で
、
制
裁
を
強
化
し
、
懲
役
刑
や
罰
金
刑
を
導
入
す
べ
き
と
す
る
意
見
が
多
い
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
よ

う
に
開
示
じ
た
い
を
強
制
す
る
手
続
を
も
た
な
い
国
は
特
異
な
こ
と
か
ら
制
度
構
成
の
欠
陥
と
の
指
摘
も
あ
る

(

�)

。

(

２)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
裁

(

ａ)

刑
事
罰

ド
イ
ツ
で
は
、
故
意
に
よ
り
虚
偽
の
内
容
を
有
す
る
財
産
目
録
に
つ
い
て
開
示
保
証
を
行
っ
た
債
務
者
は

｢

虚
偽
の
宣
誓
代
替
保

証
罪｣

(

刑
法S

trafg
e

se
tzb

u
ch

以
下
で
は
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
と
略
す
。
一
五
六
条)

に
問
わ
れ

(

�)

、
法
定
刑
は
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は

財
産
刑
で
あ
る
。
ま
た
、
過
失
に
よ
り
虚
偽
の
内
容
を
有
す
る
財
産
目
録
に
つ
い
て
開
示
保
証
を
行
っ
た
債
務
者
は

｢

過
失
に
よ
る

虚
偽
の
宣
誓
、
過
失
に
よ
る
宣
誓
代
替
保
証
罪｣

(

Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
条)

に
問
わ
れ
、
法
定
刑
は
一
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
財
産

刑
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
自
由
刑
は
、
法
律
に
終
身
刑
の
定
め
が
な
い
限
り
、
一
月
以
上
一
五
年
以
下
で
あ
る(

Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
三
八
条)

。

ま
た
、
罰
金
刑
は
、
ド
イ
ツ
で
は
わ
が
国
と
違
っ
て
日
数
罰
金
刑

(

Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
四
〇
条)

で
あ
り
、
わ
が
国
の
よ
う
に
犯
罪
ご
と
に

規
定
さ
れ
た
罰
金
の
上
限
の
枠
内
で
責
任
に
応
じ
て
一
定
の
罰
金
額
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
犯
罪
ご
と
に
罰
金
額
の
下
限

や
上
限
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
、
犯
罪
行
為
の
責
任
の
重
さ
に
応
じ
て

｢

日
数｣

を
決
め
、

第
二
段
階
と
し
て
、
行
為
者
の
収
入
に
応
じ
た

｢

一
日
分
の
金
額｣
を
決
め
、
両
者
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
算
出
さ
れ
る
。
第
一

段
階
の

｢

日
数｣

の
下
限
は
五
日
、
上
限
は
三
六
五
日
で
あ
り
、｢
一
日
分
の
金
額｣

の
下
限
は
一
ユ
ー
ロ
、
上
限
は
三
〇
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
判
決
で
は

｢

日
数｣

と

｢

一
日
分
の
金
額｣

が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、｢

日
数｣

に
よ
っ
て
行
為
に
対
す
る
罪
の

重
さ
を
示
し
、
そ
れ
に

｢

一
日
分
の
金
額｣

を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
経
済
力
の
あ
る
行
為
者
に
も
、
ま
た
経
済
力
の
な
い
行
為
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者
に
も
、
そ
の
経
済
力
に
応
じ
た
同
様
の
重
さ
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

(

�)

。

(

ｂ)

拘
留

ド
イ
ツ
で
は
、
刑
事
罰
に
よ
る
制
裁
以
外
に
も
、
債
務
者
に
よ
る
財
産
開
示
を
強
制
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
Ｃ
Ｐ
Ｏ
の
立
法
当

初
か
ら
拘
留
手
続
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
あ
る
い
は
出
頭
し
た
が
開
示
保
証
を
す
る
義
務
を

争
う
こ
と
な
く
こ
れ
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は

(

�)

、
執
行
裁
判
所
は
、
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
開
示
保
証
を
さ
せ
る
た
め
に
拘
留
命

令
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
一
条)

。
こ
の
拘
留
命
令
は
執
行
官
に
よ
り
債
務
者
が
拘
留
さ
れ
る
こ
と
で
執
行
さ

れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
九
条
一
項
一
文)

。

財
産
開
示
の
強
制
手
段
と
し
て
の
拘
留
は
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
開
示
宣
誓
を
す
る
義
務
が
Ｃ
Ｐ
Ｏ
七
七
四
条
の
不
代
替
的

作
為
の
特
別
な
場
合
で
あ
り
、
こ
の
不
代
替
的
作
為
義
務
の
執
行
に
つ
い
て
の
規
定
を
特
別
に
用
い
た
こ
と
に
よ
る

(

�)

。
も
っ
と
も
、

ド
イ
ツ
で
は
当
初
か
ら
財
産
開
示
と
拘
留
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
Ｃ
Ｐ
Ｏ
に
お
い
て
も
第
八
編
第
四
章
で

｢

開
示
宣
誓
及
び
拘

留｣

と
し
て
一
緒
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
財
産
状
態
の
解
明
と
い
う
本
来
の
目
的
よ
り
も
、
そ
の
手
段
で
あ
る
強
制

拘
留
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。
し
か
し
、
支
払
能
力
の
な
い
ま
た
は
支
払
意
思
の
な
い
債
務
者
に
金
銭
的
制
裁
を
課
し
て
も

効
果
は
な
い
こ
と
か
ら
、
拘
留
は
債
務
者
自
ら
に
よ
る
開
示
を
強
制
す
る
た
め
の
適
切
な
強
制
手
段
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
た

し
か
に
、
強
制
拘
留
は
債
務
者
に
と
っ
て
厳
し
い
手
段
に
思
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
債
権
者
と
債
務
者
と
の
利

益
を
慎
重
に
衡
量
し
た
上
で
、
拘
留
の
命
令
は
Ｇ
Ｇ
の

｢

相
当
性
の
原
則｣

や

｢

人
身
の
自
由｣

に
は
違
反
し
な
い
と
述
べ
て
い
る

(

�)

。

拘
留
は
、
六
月
の
期
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
六
月
の
満
了
後
は
、
職
権
で
債
務
者
の
拘
留
は
解
か
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
三
条)

。

そ
れ
以
外
に
も
、
債
務
者
は
い
つ
で
も
開
示
保
証
を
す
る
こ
と
に
よ
り
拘
留
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
申
立
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て
に
よ
り
、
拘
留
地
の
区
裁
判
所
に
お
い
て
管
轄
を
有
す
る
執
行
官
に
よ
り
、
そ
の
た
め
の
期
日
が
遅
滞
な
く
指
定
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ

Ｏ
九
〇
二
条
一
項
一
文
及
び
二
文)

。
債
権
者
は
そ
の
期
日
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
に
債
権
者
は
申
立
て
を
行

い
、
そ
し
て
開
示
保
証
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遅
滞
な
く
行
わ
れ
う
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
二
条
一
項
三

文)

。
開
示
保
証
を
し
た
後
は
債
務
者
は
拘
留
を
解
か
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
債
権
者
に
知
ら
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
二
条
二
項)

。

債
務
者
が
、
必
要
な
資
料
が
手
元
に
な
い
こ
と
か
ら
完
全
な
供
述
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
執
行
官
は
新
期
日
を
指
定

し
、
そ
し
て
拘
留
命
令
の
執
行
を
そ
れ
ま
で
中
断
す
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
二
条
三
項)

。

(

ｃ)

債
務
者
表

ド
イ
ツ
で
は
、
刑
事
罰
及
び
拘
留
の
他
に
も
、
執
行
裁
判
所
は
、
執
行
官
が
そ
の
管
轄
区
域
で
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
に
よ
る
開
示
保

証
を
さ
せ
た
者
、
あ
る
い
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
一
条
に
よ
り
保
証
の
実
施
を
強
制
す
る
た
め
に
拘
留
が
命
じ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
、
い
わ

ゆ
る
債
務
者
表
を
作
成
す
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
一
項
一
文

(

�))

。
こ
の
よ
う
な
表
の
作
成
は
、
一
八
九
八
年
の
改
正
法
に
よ
り
財
産

開
示
手
続
に
導
入
さ
れ
た

(

�)

。
当
時
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
表
は

｢

取
引
の
安
全｣

の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
と
い
う
の
も
債
権
者
及
び
何
人
も
、
こ
の
表
に
よ
り
債
務
者
に
は
財
産
が
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
っ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
に
よ
り
、
契
約
の
相
手
方
の
支
払
能
力
及
び
支
払
意
思
を
迅
速
か
つ
安
価
に
判
断
で
き
る
こ
と
か

ら
、
債
務
者
表
は
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
取
引
社
会
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
は
、
何
人
も
、
申
立

て
に
よ
り
、
特
定
の
登
録
の
存
在
又
は
不
存
在
に
つ
い
て
報
知
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
債
務
者
表
の
閲
覧
も
許
さ
れ

て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
の
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法

(
B

u
n

d
e

sd
ate

n
sch

u
tzg

e
se

tz)

の
要
請
を
受
け
て
、
一
九
九
四
年
の
改
正
法
に

よ
り
、
債
務
者
表
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
得
及
び
利
用
に
つ
い
て
は
一
定
の
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
表
に
よ
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る
個
人
情
報
は
、
強
制
執
行
の
目
的
の
た
め
、
経
済
的
な
信
頼
性
を
審
査
す
る
法
律
上
の
義
務
を
果
た
す
た
め
、
公
的
給
付
の
供
与

の
要
件
を
調
査
す
る
た
め
、
債
務
者
の
支
払
義
務
不
履
行
か
ら
生
じ
う
る
経
済
的
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
刑
事
訴
追

の
目
的
の
た
め
に
の
み
取
得
し
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
三
項)

。
ま
た
、
債
務
者
表
の
複
製
は
、

承
認
手
続
を
経
た
上
で
、
商
工
会
議
所
な
ど
の
公
法
上
の
団
体
、
シ
ュ
ー
フ
ァ

(
S

ch
u

fa)

と
呼
ば
れ
る
個
人
信
用
調
査
機
関
な
ど

の
特
定
の
者
だ
け
が
取
得
可
能
で
あ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
ｄ
・
同
条
ｅ)

。
な
お
、
債
務
者
表
へ
の
登
録
は
、
開
示
保
証
が
行
わ

れ
、
拘
留
が
命
じ
ら
れ
、
ま
た
は
六
月
間
の
拘
留
の
執
行
が
終
了
し
た
年
の
末
日
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
と
き
に
、
職
権
に
よ
り
抹

消
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
ａ
第
一
項
一
文

(

�))

。

と
こ
ろ
で
、
債
務
者
表
が
そ
の
後
の
取
引
の
安
全
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
財
産
開
示
が
行
わ
れ
た
、
あ
る

い
は
拘
留
が
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
財
産
開
示
が
行
わ
れ
た
が
執
行
は
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
と
い
う
事
実
が
重
要
な

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
立
法
者
に
誤
解
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が

(

�)

、
こ
れ
に
よ
り
、
債
務
者
表
は
、
支
払

う
意
思
が
な
く
、
か
つ
信
用
の
お
け
な
い
債
務
者
の
登
録
簿
と
な
っ
て
お
り
、｢

ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト｣

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
へ
の
登
録
は
債
務
者
の
信
用
の
決
定
的
な
失
墜
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
は
債
務
者
表
へ
の
登
録
の
回
避
に

努
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
す
な
わ
ち
、
財
産
開
示
を
行
わ
ず
に
、
必
死
に
な
っ
て
そ
の
債
務
の
弁
済
に
尽
く
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
財
産
開
示
制
度
は
債
務
の
弁
済
の
た
め
の
圧
力
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
学
説
の
中
に
は
、
財
産
開
示

本
来
の
目
的
で
あ
る
強
制
執
行
の
た
め
の
債
務
者
の
財
産
状
態
の
解
明
と
い
う
こ
と
が
不
明
確
と
な
っ
て
お
り
、
内
部
に
矛
盾
を
抱

え
た
手
続
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
債
務
者
表
を
改
革
し
、
債
務
者
表
に
は
財
産
開
示
が
行
わ
れ
た
が
執
行
は
不
奏
功
に
終

わ
り
、
債
務
者
に
は
支
払
能
力
が
な
い
こ
と
が
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る

(

�)

。
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(

�)

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
つ
い
て
は
日
弁
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。(

h
ttp

://w
w

w
.n

ich
ib

e
n

re
n
.o

r.jp
/lib

rary
/ja

/

jfb
a_

in
fo

/p
u

b
licatio

n
/d

ata
/zaisan

k
aiji-e

n
q

u
e

te
.p

d
f)

。

(
�)
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

七
六
頁
以
下
、
山
本
和
彦

｢

強
制
執
行
手
続
に
お
け
る
債
権
者
の

保
護
と
債
務
者
の
保
護｣

『

竹
下
守
夫
先
生
古
希
祝
賀

権
利
実
現
過
程
の
基
本
構
造』

(

二
〇
〇
二
年)

二
八
四
頁
以
下
、
中
野
・
前
掲

八
三
二
頁
以
下
、
八
三
六
頁
以
下
。

(

�)

谷
口
ら
・
前
掲
一
三
九
頁
、
中
野
・
前
掲
八
三
六
頁
参
照
。

(

�)

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー

｢

債
権
執
行
書
記
官
室
の
紹
介

(

そ
の
４)

財
産
開
示
係｣

金
法
一
八
八
一
号
三
八
頁
。

(

�)

判
タ
一
二
九
六
号
二
九
八
頁
。

(

�)

東
京
地
裁
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
・
前
掲
三
八
頁
、
中
野
・
前
掲
八
三
六
頁
参
照
。

(

�)

谷
口
ら
・
前
掲
一
四
二
頁
。

(

�)

中
野
・
前
掲
八
三
八
頁
。

(

	)

中
野
・
前
掲
八
三
七
頁
参
照
。

(


)

例
え
ば
、
東
京
地
裁
で
は
平
成
一
七
年
と
一
八
年
で
財
産
開
示
の
申
立
て
が
合
計
二
八
四
件
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
一
号
に
よ
る
申

立
て
は
わ
ず
か
三
件
で
あ
っ
た
。
飯
塚
宏

｢

東
京
地
裁
執
行
部
に
お
け
る
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
開
庁
前
後
の
執
行
事
件
の
動
向
と
新
し
い

執
行
制
度
の
運
用
状
況
及
び
そ
の
分
析｣

判
タ
一
二
三
三
号
六
七
頁
参
照
。

(

�)

道
垣
内
ら

[

山
本
筆]

・
前
掲
一
四
五
頁
。

(

�)

東
京
高
決
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
判
タ
一
二
八
七
号
二
六
八
頁
。

(

)

そ
の
後
Ｘ
が
差
押
債
権
者
の
地
位
を
承
継
し
て
い
る
。

(

�)

大
阪
高
決
平
成
二
二
年
一
月
一
九
日
判
時
二
〇
九
六
号
七
九
頁
。

(

�)

飯
塚
宏

｢

東
京
地
方
裁
判
所
執
行
部
に
お
け
る
財
産
開
示
の
運
用
状
況｣
金
法
一
八
〇
四
号
三
〇
頁
参
照
。

(

�)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
制
度
の
成
立
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
内
山
衛
次

｢
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣
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大
阪
学
院
大
学
法
学
研
究
二
五
巻
一
号
一
二
四
頁
以
下
参
照
。

(
�)

詳
細
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
二
四
頁
以
下
参
照
。

(
�)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
二
四
頁
以
下
、
同

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務

者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

六
四
頁
以
下
参
照
。

(

�)

内
山

｢
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
二
五
頁
参
照
。

(

�)

内
山

｢
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

八
九
頁
以
下
参
照
。

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
Z

w
an

g
sv

o
llstre

ck
u

n
g

sre
ch

t,
1

2
.

A
u

fl.
2

0
1

0
,

S
.

1
0

8
2
;

S
ch

n
ig

u
la,

D
as

O
ffe

n
b

a-

ru
n

g
sv

e
rfah

re
n
,

2
0

0
1
,

S
.

8
.

な
お
、
動
産
執
行
を
実
施
し
た
執
行
官
が
開
示
保
証
も
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
提
出
の

代
わ
り
に
執
行
官
の
記
録
の
引
用
だ
け
で
足
り
る
。V

g
l.
�
�����

/�
�����	

Z
iv

ilp
ro

ze
sso

rd
n

u
n

g
,

2
8
.

A
u

fl.,
2

0
1

0
,



8
0

7
R

d
n

r.
1

6
;

S
ch

n
ig

u
la,

a.a,O
.,

S
.

9
.

(

�)

も
っ
と
も
、
裁
判
例
で
は
三
カ
月
し
か
認
め
な
い
も
の
か
ら
三
年
ま
で
認
め
る
も
の
ま
で
幅
広
い
よ
う
で
あ
る
。V

g
l.

S
ch

n
ig

u
la,

a.a,O
.,

S
.

9
.

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
二
六
条
の
附
帯
差
押
え

(
�
�
��

��
�
�
���

��
�
�)

の
場
合
で
あ
る
。V

g
l.

S
ch

n
ig

u
la,

a.a,O
.,

S
.

1
0
.

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

九
〇
頁
以
下
参
照
。

(

	)

学
説
に
は
、
債
務
者
が
国
内
に
住
居
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
債
務
者
の
行
動
が
そ
の
住
居
を
隠
蔽
す
る
つ
も
り
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
債
務
者
が
社
会
扶
助
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と
の
疎
明
で
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(
一)｣
一
〇
三
頁
参
照
。
な
お
、
動
産
執
行
を
実
施
し
た
執
行
官
が
開
示
保

証
も
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
差
押
不
能
証
明
書
は
交
付
さ
れ
ず
、
執
行
官
は
こ
の
要
件
を
記
録
に
よ
り
証
明
す
る

(

Ｇ
Ｖ
Ｇ
Ａ
六
三

条
一
号)

。

(


)

疎
明
の
た
め
の
こ
れ
ら
の
文
書
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
前
述
の
動
産
執
行
の
不
奏
功
の
場
合
と
同
様
で
あ
る

(

Ｇ
Ｖ
Ｇ
Ａ
一
八
五

条
ａ
第
二
号
ｂ)

。
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(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

九
〇
頁
以
下
参
照
。

(
�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

四
二
頁
以
下
参
照
。

(
�)
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

四
七
頁
以
下
。

(

�)
G

au
l,
�
��
�
�
�
��
�	�



�
�


�
�

zu
r

N
e

u
k

o
n

zip
ie

ru
n

g
u

n
d

V
e

rb
e

sse
ru

n
g

d
e

r
�
��

��
��
	���

�



in
d
e

r
Z

w
an

g
sv

o
llstre

ck
u

n
g
,

Z
Z

P
1

0
8
.

B
d
.

S
.

2
0
.

及
び

JZ
1

9
7

3
,

S
.

4
8

1
.

な
お
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

四
七
頁
以
下
参

照
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
〇
頁
参
照
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
〇
頁
参
照
。

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
石
川
明

｢

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権｣

(

二
〇
〇
三
年)

が
優
れ
た
研
究
書
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
れ
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
本
書
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

(

�)

石
川
・｢

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権｣

一
四
頁
参
照
。

(

	)

石
川
・｢

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権｣

五
二
頁
以
下
参
照
。

(


)

石
川
・｢

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権｣
五
五
頁
以
下
参
照
。

(

�)

石
川
・｢

ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権｣
五
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)

そ
の
他
の
批
判
も
含
め
て
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
〇
頁
参
照
。

(

)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(
二
・
完)｣

六
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

六
八
頁
参
照
。

(

�)

平
成
一
四
年
四
月
一
五
日
付
の
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室

｢
担
保
・
執
行
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
に
つ
い
て

(

依

頼)｣

に
よ
る
と
、｢

金
銭
債
権
に
つ
い
て
債
務
名
義
を
有
す
る
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
裁
判
所
が
、
債
務
者
の
有
す
る
財
産
に

関
し
第
三
者
に
対
し
て
照
会
す
る
等
の
制
度
を
設
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
す
る｣

と
さ
れ
て
い
た
。

(

�)
｢

担
保
・
執
行
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
補
足
説
明｣

五
四
頁
参
照
。

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

財
産
開
示
手
続
の
実
効
性

1689

五
一



(

�)

山
本
・
前
掲
二
八
五
頁
。

(
�)

中
野
・
前
掲
八
四
三
頁
。

(
�)
中
野
・
前
掲
八
四
三
頁
。

(

�)
中
野
・
前
掲
八
三
三
頁
。

(

�)

中
野
・
前
掲
八
三
三
頁
。

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
の

｢

宣
誓
に
代
わ
る
保
証｣

は

｢

開
示
保
証｣

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
債
務
者
が
自
分
の
財
産
を
財
産
目
録

に
記
載
し
て
こ
れ
を
提
出
し
、
そ
の
内
容
の
正
確
さ
及
び
完
全
さ
を
宣
誓
に
代
え
て
調
書
上
に
保
証
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
石
川
・｢
執
行
に
お
け
る
財
産
開
示
制
度
の
導
入
に
つ
い
て｣

一
頁
以
下
参
照
。

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
永
田
憲
史

｢

罰
金
刑
の
量
定

(

二
・
完)｣

関
西
大
学
法
学
論
集
五
七
巻
三
号
六
〇
頁
以
下
参
照
。

(

�)

詳
し
く
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

九
四
頁
以
下
参
照
。

(

	)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
三
四
頁
以
下
参
照
。

(


)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
二
六
頁
参
照
。

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
5
.

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

七
八
頁
以
下
参
照
。

(

)

こ
の
表
に
は
、
拘
留
の
執
行
も
六
ヵ
月
継
続
し
た
と
き
に
は
付
記
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
一
項
三
文)

。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(
一)｣

一
二
八
頁
以
下
参
照
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣
一
二
八
頁
以
下
参
照
。

(

�)

そ
の
他
、
債
務
者
表
の
複
製
及
び
抹
消
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
〇
〇

頁
以
下
参
照
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

一)｣

一
二
八
頁
以
下
参
照
。
(

�)

債
務
者
表
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
一
頁
以
下
参
照
。
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三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
改
革

ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
か
ら
、
財
産
開
示
手
続
の
補
充
性
に
よ
り
、
さ
ら
に
開
示
手
続
の
強
制
手
段
及
び
制
裁
手
段

(

拘
留
・
債
務

者
表
へ
の
登
録
な
ど)

の
強
調
に
よ
り
、
執
行
手
続
に
お
け
る
事
案
解
明
と
い
う
財
産
開
示
本
来
の
役
割
が
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い

な
い
と
の
批
判
が
あ
る

(

�)

。
た
し
か
に
、
現
行
の
強
制
執
行
法
は
一
九
世
紀
の
経
済
及
び
社
会
状
況
に
基
づ
い
て
創
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
以
降
債
務
者
の
財
産
構
成
も
基
本
的
に
変
化
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
の
勧
告
に
よ
る
と

(

�)

、
と

り
わ
け
金
銭
債
権
の
た
め
の
強
制
執
行
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
執
行
目
的
、
手
続
、
利
用
可
能
な
補
助
手
段
並
び
に
制
裁
に
関
し
て

も
は
や
時
代
に
即
し
て
お
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
債
務
者
の
情
報
を
動
産

執
行
の
不
奏
功
の
後
に
初
め
て
取
得
で
き
る
こ
と
は
遅
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
債
務
者
の
情
報
が
債
務
者
自
身
に
よ
る
供
述
に

制
限
さ
れ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
産
目
録
及
び
債
務
者
表
は
紙
媒
体
で
作
成
さ
れ
、
そ
し
て
各
執
行
裁
判
所
に
お
い

て
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
各
裁
判
所
に
高
額
な
管
理
費
用
を
も
た
ら
し
、
ま
た
債
権
者
の
執
行
処
分
の
実
効
性
を
妨
げ

て
い
る
。
そ
し
て
、
債
務
者
表
は
、
現
在
の
形
式
で
は
動
産
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
後
に
開
示
保
証
を
し
た
者
、
あ
る
い
は
拘

留
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
登
録
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
支
払
能
力
が
欠
如
す
る
者
に
対
す
る
法
取
引
を
警
告
す
る
た
め
に
適
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
強
制
執
行
の
実
効
性
を
広
く
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
よ
り
効
果
の
あ

る
情
報
を
債
権
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
新
た
な
法
律
、
す
な
わ
ち

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
事
案
解
明
の
改
革
に

つ
い
て
の
法
律｣

を
二
〇
〇
九
年
に
公
布
し
、
こ
れ
に
よ
り
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
を
含
む
強
制
執
行
の
諸
規
定
は
大
き
く
変
更
さ
れ
る

(

�)

。

こ
の
法
律
は
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
が
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば

(

�)

、
次
の
三
点
に
つ
い
て
重
要
な
変
更
が
な
さ
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れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
執
行
開
始
時
に
お
け
る
債
権
者
の
情
報
取
得
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
第
三
者
か
ら
の
情
報
の
取
得
も
含
ま
れ
る
。

次
に
、
財
産
開
示
手
続
の
現
代
化
で
あ
り
、
財
産
目
録
の
電
子
記
録
と
し
て
の
作
成
と
中
央
執
行
裁
判
所
に
よ
る
管
理
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
し
て
三
番
目
は
債
務
者
表
の
新
し
い
構
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
変
更
に
よ
り
、
と
り
わ
け
わ
が
国
の
財

産
開
示
手
続
の
問
題
と
し
て
挙
げ
た
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件
、
執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
の
拡
大
、
そ
し
て
制
裁
が
ド
イ
ツ
で

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
向
上
の
た
め
の
参
考
と
し
た
い
。

(

一)

債
務
者
の
早
期
の
財
産
開
示

(

１)

早
期
の
財
産
開
示

現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
に
お
け
る
規
定
と
は
異
な
り
、
債
務
者
の
財
産
開
示
義
務
は
、
将
来
は
も
は
や
動
産
差
押
え
の
試

行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
な
い
し
そ
れ
に
代
わ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
執
行
官
は
す
で
に
執
行
手
続
の
初
め
に

債
務
者
に
対
し
て
財
産
開
示
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｃ

(

�))

。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
従
来
か
ら
の
財
産

開
示
規
定
が
動
産
執
行
の
不
奏
功
を
要
件
と
し
て
き
た
こ
と
は
、
執
行
の
目
的
は
第
一
に
は
動
産
の
差
押
え
と
換
価

(

動
産
執
行)

で
あ
る
と
い
う
観
念
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
一
九
世
紀
に
お
い
て
ま
だ
多
く
の
市
民
の
間
で
価
値
の
あ
る
財
産

が
も
っ
ぱ
ら
動
産
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
動
産
執
行
は
実
際
に
は
し
だ
い
に
満
足
を
見

込
め
な
く
な
っ
て
来
て
お
り
、
今
日
で
は
、
収
益
が
見
込
ま
れ
る
の
は
主
と
し
て(

と
り
わ
け
、
労
働
関
係
及
び
銀
行
口
座
か
ら
の)

債
権
執
行
並
び
に
不
動
産
執
行
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
の
財
産
開
示
の
た
め
に
常
に
動
産
差
押
え
の
試
行
を
求
め

る
現
行
法
は
、
債
権
者
に
権
利
実
現
の
さ
ら
な
る
遅
滞
並
び
に
費
用
の
追
加
を
も
た
ら
す
だ
け
の
措
置
を
強
い
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
ま

た
、
債
務
者
が
執
行
手
続
の
初
め
に
自
分
の
財
産
状
態
を
解
明
す
る
義
務
は
、
一
般
的
な
執
行
要
件
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

論

説

1692

五
四



債
務
者
が
給
付
を
し
な
い
と
い
う
状
況
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り

(

�)

、
開
示
義
務
の
要
件
は
、
債
権
者
の
申
立
て
及
び
金
銭
債
権

の
た
め
の
強
制
執
行
の
一
般
的
要
件
の
存
在
で
あ
る
と
す
る

(

�)

。

こ
れ
に
よ
り
、
名
義
化
さ
れ
た
金
銭
債
権
の
債
権
者
は
、
執
行
官
を
通
じ
て
執
行
処
分
の
開
始
の
前
に
す
で
に
債
務
者
の
財
産
状

況
に
つ
い
て
開
示
を
得
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
次
強
制
執
行
改
正
法
に
よ
り
一
九
九
九
年
か
ら
開
示
保
証
を
管

轄
す
る
執
行
官
は

(
�)
、
今
後
も
そ
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ａ
の

｢

執
行
官
の
所
定
権
能｣

で
は
、
通
常
の

執
行
経
過
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
た
執
行
官
の
権
限
の
二
番
目
で
あ
る
同
条
二
項
二
号
に
お
い
て
、
つ
ま
り
同
項
四
号
の

｢

動
産
の
差

押
え
及
び
換
価
を
行
う
こ
と｣
の
前
に
、
財
産
開
示
を
求
め
る
権
限
が
規
定
さ
れ
た

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
債
務
者
は
、
金
銭
執
行
の
た

め
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｅ
に
よ
り
土
地
管
轄
を
も
つ
執
行
官
の
求
め
に
応
じ
て
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
情
報
を
付
与
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

(

�)

、
こ
の
よ
う
な
債
務
者
の
協
力
義
務
に
よ
り
、
執
行
官
は
債
権
者
と
共
に
そ
の
後
の
措
置
に
つ
い
て
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
も
は
や
事
前
に
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
要
件
と
し
な
い
債
務
者
の
財
産
開
示

義
務
は
、
前
述
し
た
財
産
開
示
手
続
の
先
行
を
主
張
す
る
学
説
に
よ
り
歓
迎
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

し
か
し
、
財
産
開
示
の
受
領
手
続
を
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｆ
第
一
項
に
よ
る
と
、
執
行
官
は
債
務
者
が
債
務
を
処
理
す
る

た
め
の
二
週
間
の
期
間
を
ま
ず
最
初
に
定
め
、
同
時
に
こ
の
期
間
が
徒
過
す
る
こ
と
に
備
え
て
財
産
開
示
の
供
述
を
す
る
期
日
を
定

め
て
お
き
、
そ
の
期
日
に
債
務
者
を
呼
び
出
す
こ
と
に
な
る

(

�)
。
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
最
後
の
寛
容
な
期
間
は
、
現
行
の

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
四
号
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が

(

	)

、
す
で
に
一
九
八
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
ド
イ
ツ
司
法
補

助
官
連
盟
の
強
制
執
行
法
改
革
案
に
お
い
て
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
を

｢
債
務
者
が
、
執
行
官
に
よ
る
支
払
命
令
の
送
達
後
二

週
間
の
間
に
執
行
債
権
を
支
払
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
債
務
者
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
財
産
の
目
録
を
提
出
し
、
そ
し
て
そ
の
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有
す
る
債
権
に
つ
き
原
因
と
証
拠
方
法
を
表
示
す
る
義
務
を
負
う｣

と
変
更
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た

(

�)

。

も
っ
と
も
、
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
二
週
間
の
猶
予
期
間
の
設
定
は
法
治
国
家
上
要
請
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
債
務
者
は
、
弁

済
す
る
こ
と
で
い
つ
で
も
開
示
手
続
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
こ
の
期
間
内
に
自
分
の
財
産
を
隠
匿
す
る
こ
と
で
債
権

者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
現
行
法
と
比
べ
て
た
し
か
に
財
産
隠
匿
の
可
能
性
は
拡
大
さ
れ
な
い
も
の
の
、

可
能
な
限
り
実
効
性
の
あ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
要
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る

(

�)

。

(

２)

従
来
型
の
財
産
開
示

債
権
者
は
、
将
来
も
、
申
立
て
に
よ
り
、
動
産
差
押
え
を
即
時
に
実
施
す
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
動
産
執
行
の

不
奏
功
に
引
き
続
い
て
財
産
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
は
差
押
え
試
行
後
の
財
産
開
示
の
実

施
を
規
定
し
て
お
り

(

�)

、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
財
産
開
示
は
、
債
務
者
が
捜
索

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
五
八
条)

を
拒
絶
し
た
場
合
、
ま
た
は
差
押

え
を
試
行
す
る
が
債
権
者
の
完
全
な
満
足
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
、
申
立
て
に
よ
り
、
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
差
押
え
の
実
施

に
引
き
続
い
て
、
そ
の
場
所
で
行
わ
れ
る
。
本
条
一
項
一
号
及
び
二
号
で
挙
げ
ら
れ
る
特
別
な
要
件
は
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一

項
一
号
と
三
号
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
財
産
開
示
実
施
の
た
め
の
二
週
間
の
支
払
期
間
や
期
日
の
呼
出
し
は

要
求
さ
れ
な
い

(

�)

。
な
お
、
本
条
一
項
の
変
化
型
で
あ
る
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
二
号
及
び
四
号
に
相
当
す
る
規
定
は
、
新
た

な
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｃ
を
考
慮
す
れ
ば
不
要
で
あ
る
と
さ
れ
る

(
�)
。

債
務
者
は
、
準
備
期
間
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
即
時
の
実
施
に
異
議
を
述
べ
る
権
利
を
有
し

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
二
項)

、
こ
の

よ
う
な
異
議
は
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
〇
〇
条
二
項
二
文
の
規
定
に
相
応
す
る
が

(
�)

、
こ
の
場
合
に
は
、
執
行
官
は
、
支
払
期
間
を
定
め
る

こ
と
な
く
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｆ
に
よ
る
通
常
の
手
続
を
実
施
す
る
。
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(

二)

執
行
官
の
開
示
権

立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
従
来
の
財
産
開
示
手
続
で
は
債
権
者
は
債
務
者
の
供
述
か
ら
そ
の
情
報
を
取
得
す
る
他
な
く
、
こ
れ
で

は
満
足
の
ゆ
く
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
債
務
者
は
、
た
し
か
に
自
分
の
財
産
に
つ
い
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し

て
こ
れ
は
宣
誓
に
よ
り
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
限
り
で
法
は
強
制
手
段
も
規
定
す
る
。
し
か
し
、
実
務
の
経
験

で
は
、
こ
の
種
の
自
己
供
述
の
正
確
さ
と
完
全
さ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
信
頼
の
お
け
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
行
法
は
、
そ
の
他
の
信
頼
で
き
る
、
そ
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
多
い
情
報
源
を
債
権
者
に
利
用
さ
せ
て
お
ら

ず
、
債
権
者
の
権
利
実
現
の
チ
ャ
ン
ス
は
当
初
か
ら
少
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
債
務
者
に
真
実
に
即
し
た
供
述
を
し
よ

う
と
す
る
気
を
促
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
に
よ
り
、
他
者
の
持
つ
情
報
を
補
充
的
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
で
、
財
産
開
示

手
続
が
著
し
い
効
果
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
新
法
は
、
執
行
官
に
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
第
三
者
の
開
示
を
求
め
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を

付
与
し
た

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ａ
第
二
項
三
号
参
照)

。
そ
し
て
、
そ
の
立
法
化
に
あ
た
り
、
家
事
事
件
手
続
に
お
け
る
扶
養
料
算

定
の
た
め
の
裁
判
所
の
開
示
権
を
定
め
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
旧
六
四
三
条
の
規
定
が
範
と
さ
れ
た

(

�)

。
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
当
事
者

に
対
し
て
、
そ
の
所
得
に
つ
い
て
、
そ
し
て
扶
養
料
算
定
に
と
っ
て
重
要
な
限
り
で
、
そ
の
財
産
及
び
そ
の
人
的
並
び
に
経
済
的
な

状
況
に
つ
い
て
開
示
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
事
者
が
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
裁
判
所
の
こ
の
要
求
に
従
わ
な
い
と
き

は
、
必
要
な
限
り
で
、
そ
の
所
得
額
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
者
、
社
会
保
障
の
給
付
主
体
な
ど
か
ら
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

そ
し
て
、
こ
の
規
定
を
参
考
に
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
に
お
い
て
執
行
官
の
開
示
権
が
定
め
ら
れ
た

(

�)

。

本
条
一
項
一
文
に
よ
る
と
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
、
債
務
者
が
自
ら
財
産
開
示
を
行
わ
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
財
産
開
示
に
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よ
り
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
債
務
者
の
財
産
に
対
し
て
執
行
し
て
も
恐
ら
く
債
権
者
の
完
全
な
満
足
が
期
待
で
き
な
い
と
き
に
、

そ
れ
に
続
い
て
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
、
債
務
者
自
ら
の
開
示
の
取
得
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
。
立
法
理

由
書
に
よ
る
と
、
こ
の
補
充
性
は
、
債
務
者
の
も
つ

｢

情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

を
斟
酌
し
、
そ
し
て
、
遅
滞
な
く
、
か
つ

実
効
性
の
あ
る
執
行
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
利
益
並
び
に
一
般
の
利
益
と
の
比
較
考
量
か
ら
生
じ
る

(

�)

。
債
権
者
は
、
こ
の
要
件
が
満

た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
適
切
な
執
行
対
象
を
見
出
す
た
め
に
公
正
な
情
報
源
か
ら
債
務
者
の
財
産
状
況
を
再
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｃ
に
よ
る
債
務
者
の
財
産
開
示
の
際
に
、
真
実
ど
お
り
の
供
述
を
促
す
こ
と
か
ら
、
刑
事

罰
の
威
嚇
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。
な
お
、
こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
執
行
官
の
裁
量
に

お
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
五
三
条
二
項
一
文
及
び
新
規
定
で
あ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ａ
第
二
項
三
号
に
よ
り
、
執

行
官
は
債
権
者
の
申
立
て
に
拘
束
さ
れ
る
(

�)

。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
第
一
項
一
文
は
、
第
三
者
の
開
示
に
よ
っ
て
聞
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
情
報
及
び
問
い
合
わ
せ
が
で
き
る
機

関
を
詳
細
に
挙
げ
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
の

｢

情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

を
保
護
す
る
た
め
に
、
開
示
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
は
、
執
行
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
典
型
的
な
範
囲
、
す
な
わ
ち
労
働
所
得
で
あ
る
給
与(

同
条
一
項
一
号)

、

口
座
関
係
の
存
在

(

同
条
同
項
二
号)

、
そ
し
て
自
動
車
の
保
有

(

同
条
同
項
三
号)

に
制
限
さ
れ
る

(

�)

。

(

１)

債
務
者
の
使
用
者
の
調
査

(

一
号)

本
条
一
項
一
号
は
、
債
権
者
に
よ
る
債
務
者
の
賃
金
差
押
え
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
債
務
者
の
使
用
者
の
調
査
を
可
能
に
す
る
。

債
務
者
は
雇
用
関
係
に
あ
る
限
り
、
通
常
は
社
会
保
険
料
の
支
払
義
務
を
と
も
な
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
保
険
加
入
義
務
の
あ

る
雇
用
関
係
の
際
に
は
、
使
用
者
は
、
総
合
社
会
保
険
料

(
G

e
sam

tso
zialv

e
rsich

e
ru

n
g

sb
e

itrag)

と
し
て
、
年
金
保
険
、
失
業
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保
険
、
疾
病
保
険
、
そ
し
て
介
護
保
険
の
各
保
険
料
を
一
括
し
て
徴
収
機
関
で
あ
る
疾
病
金
庫

(
K

ran
k

e
n

k
asse)

に
納
付
す
る

(

�)

。

疾
病
金
庫
は
、
一
括
徴
収
し
た
保
険
料
の
う
ち
、
年
金
分
は
年
金
保
険
情
報
局
を
介
し
て
各
年
金
保
険
者
に
、
失
業
保
険
分
は
連
邦

雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
配
分
し
、
残
り
を
疾
病
金
庫
が
本
来
管
轄
す
る
疾
病
保
険
及
び
介
護
保
険
に
充
て
る

(

�)

。
つ
ま
り
、

疾
病
金
庫
は
、
年
金
保
険
者
な
ど
か
ら
保
険
料
の
徴
収
及
び
配
分
の
委
託
を
受
け
て
お
り

(

�)

、
さ
ら
に
社
会
保
険
に
関
す
る
登
録
申
請

業
務
も
一
元
的
に
引
き
受
け
、
使
用
者
は
被
用
者
の
個
人
情
報
な
ど
の
登
録
の
た
め
に
、
新
規
採
用
者
分
を
ま
と
め
て
疾
病
金
庫
に

連
絡
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
得
た
年
金
保
険
情
報
局
は
被
用
者
に
年
金
保
険
番
号
を
付
与
す
る(

社
会
法
典S

o
zialg

e
-

se
tzb

u
ch

.

以
下
で
は
Ｓ
Ｇ
Ｂ
と
略
す
。
第
六
編
一
四
七
条
一
項)

。
こ
の
年
金
保
険
番
号
は
、
被
用
者
の
個
人
情
報
及
び
所
轄
の
年

金
保
険
者
の
情
報
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
被
用
者
並
び
に
所
轄
の
年
金
保
険
者
に
通
知
さ
れ
る

(

Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
六
編
一
四
七
条

二
項
・
三
項)

。

執
行
官
に
よ
る
債
務
者
の
使
用
者
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
三
〇
日
の
草
案
で
は
現
在
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
と

は
異
な
り
、
三
段
階
の
開
示
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
執
行
官
は
、
ま
ず
初
め
に
年
金
保
険
情
報
局
に
お
い
て
債
務

者
の
年
金
保
険
番
号
を
聞
き
出
し
、
こ
の
番
号
か
ら
債
務
者
を
管
轄
す
る
年
金
保
険
者
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
。
次
に
、
そ
の
年
金

保
険
者
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
に
よ
り
、
所
轄
の
徴
収
機
関

(
疾
病
金
庫)

を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の

徴
収
機
関
へ
の
問
い
合
わ
せ
で
債
務
者
の
使
用
者
が
調
査
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。

し
か
し
、
こ
の
規
定
は
改
正
さ
れ
、
現
在
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
第
一
項
一
号
で
は
、
従
前
の
三
段
階
の
開
示
手
続
に
代
わ
っ
て

一
段
階
手
続
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
執
行
官
は
、
本
条
一
項
一
号
に
よ
り
、
そ
の
要
請
を
法
律
上
の
あ
ら
ゆ
る
年
金
保
険
者

に
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
所
轄
の
年
金
保
険
者
を
調
査
す
る
必
要
は
な
く
、
必
要
な
資
料
が
ど
こ
に
管
理
さ
れ

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

財
産
開
示
手
続
の
実
効
性

1697

五
九



て
い
る
か
を
知
ら
な
い
場
合
に
実
用
的
で
あ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
今
後
は
、
要
請
を
受
け
た
年
金
保
険
者
が
債
務
者
の
情
報
を
知
っ
て
お

り
、
こ
れ
を
執
行
官
に
対
し
て
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
、
要
請
を
受
け
た
年
金
保
険
者
が
、
こ
の
要
請
を
所
轄
の

年
金
保
険
者
に
転
送
し
、
そ
し
て
こ
の
年
金
保
険
者
が
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
情
報
を
執
行
官
に
伝
え
る
こ
と
に
な
る
か
の
い
ず
れ

か
と
な
る

(

�)
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
情
報
が
執
行
官
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
は
、
正
当
な
方
法
に
よ
る
社
会
的
情
報
の
秘
密
へ
の
介
入
と
な
る

(

�)

。

た
し
か
に
、
保
険
加
入
義
務
の
あ
る
雇
用
関
係
を
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
は
債
務
者
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
く
、
債
権
者
は
債
務
者

の
使
用
者
の
調
査
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
情
報
は
基
本
的
に
は
高
度
に
保
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ

の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
立
法
理
由
書
は
、
社
会
的
情
報
の
伝
達
は
、
す
で
に
社
会
保
障
の
給
付
主
体
が
そ
の
任

務
の
遂
行
の
た
め
に
こ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合
に
制
限
さ
れ
ず
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇
編
六
八
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
公
法
上
の
請
求

権
の
実
現
の
た
め
に
社
会
的
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
家
は
、
Ｇ
Ｇ
一
四
条
に
よ
り
、
債
権

者
に
そ
の
債
権
の
実
現
の
た
め
に
実
効
性
の
あ
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
達
権
限
は
公
法
上
の
債

権
者
の
執
行
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
私
法
上
の
債
権
の
実
現
も
重
要
な
公
の
利
益
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
利
益
は
、

Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇
編
六
七
条
ｄ
以
下
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
社
会
的
情
報
の
伝
達
が
許
容
さ
れ
る
場
合
と
比
べ
て
後
れ
る
こ
と
は
な
い
と

述
べ
る

(

�)

。

な
お
、
本
条
一
項
一
号
の
発
効
に
と
も
な
い
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇
編
に
新
た
に
七
四
条
ａ
が
追
加
さ
れ
、
法
律
上
の
年
金
保
険
の
担

当
者
は
、
執
行
官
の
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
た
。
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(

２)

金
融
機
関
に
お
け
る
債
務
者
の
口
座
の
調
査

(

二
号)

本
条
一
項
二
号
は
、
債
権
者
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
執
行
対
象
で
あ
る
金
融
機
関
に
お
け
る
債
務
者
の
口
座
の
調
査
を
可
能
に
す

る
。
二
号
に
規
定
さ
れ
る
公
課
法
九
三
条
ｂ
第
一
項
に
よ
る
と
、
金
融
機
関
は
、
信
用
制
度
法

(
K

re
d

itw
e

se
n

g
e

se
tz)

二
四
条

ｃ
第
一
項
に
よ
り
管
理
さ
れ
る
べ
き
情
報
フ
ァ
イ
ル

(
D

ate
i)

を
公
課
法
九
三
条
七
項
及
び
八
項
に
よ
る
呼
出
し
の
た
め
に
も
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
用
制
度
法
二
四
条
ｃ
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
金
融
機
関
は
、
口
座
の
番
号
並
び
に
そ
の
開
設
日
及
び
解

約
日
、
そ
し
て
そ
の
所
有
者
及
び
処
分
権
者
の
名
前
な
ど
を
含
む
デ
ー
タ
を
記
憶
す
る
フ
ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
し

て
、
公
課
法
九
三
条
八
項
に
よ
れ
ば
、
行
政
庁
は
請
求
権
の
諸
要
件
の
存
在
を
調
査
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
で
、
金
融
機
関
に
あ

る
そ
れ
ら
の
情
報
を
呼
び
出
す
こ
と
を
連
邦
中
央
税
務
庁

(
B

u
n

d
e

sze
n

tralam
t
��
�

S
te

u
e

rn)

に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
同
条
同
項
に
よ
れ
ば
、
別
の
目
的
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
連
邦
法
に
よ
り
明
確
な
許
可
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
ら
の

情
報
に
つ
い
て
連
邦
中
央
税
務
庁
に
呼
出
し
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
第
一
項
二

号
に
よ
り
、
執
行
官
は
、
連
邦
中
央
税
務
庁
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
情
報
を
取
得
し
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
今
ま
で
は
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
債
務
者
の
口
座
を
調
査
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
執
行
官
に
よ
る
債
務
者
の
口
座
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
一
号
に
よ
る
債
務
者
の
使
用
者
調
査
と
同
じ
く
、

二
〇
〇
八
年
七
月
三
〇
日
の
草
案
で
は
別
の
規
定
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は
こ
れ
ら
の
情
報
の
取
得
を
連
邦
中
央
税
務

庁
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
二
〇
〇
二
年
に
新
し
く
金
融
監
督
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
邦
金
融
監
督
庁
に
要
請
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た

(

�)

。
た
し
か
に
、
信
用
制
度
法
二
四
条
ｃ
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
連
邦
金
融
監
督
庁
は
こ
れ
ら
の
情
報
を
信
用
制
度
法
に
よ
る

監
督
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
場
合
な
ど
に
限
り
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
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ば
、
連
邦
金
融
監
督
庁
に
こ
の
よ
う
な
新
た
な
任
務
を
課
す
こ
と
は
、
金
融
市
場
の
監
督
の
範
囲
で
は
な
く
、
ま
た
信
用
制
度
法
及

び
連
邦
金
融
監
督
庁
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
監
督
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
そ
の
他
の
任
務
と
も
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、
改
正
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)

。

立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
す
口
座
の
基
本
情
報
の
呼
出
し
に
つ
い
て
の
基
準
を
遵
守
す
る

も
の
で
あ
る
と
す
る

(
�)

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
呼
出
し
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
規
範
の
明
確
性
と
特
定
性
が
必

要
で
あ
る
が
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
本
条
で
は
、
呼
出
し
を
す
る
権
限
の
あ
る
機
関

(

執
行
官)

及
び
呼
び
出
さ
れ
る
情
報
の

利
用
目
的

(

強
制
執
行)
が
示
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る

(

�)

。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
項
の
特
別
な
要

件
を
満
た
し
た
、
具
体
的
な
執
行
手
続
に
お
け
る
口
座
呼
出
し
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
呼
出
し
は
、
債
権
者
が
執
行

力
あ
る
名
義
を
持
っ
て
お
り
、
そ
し
て
債
務
者
が
そ
れ
に
優
先
す
る
自
ら
の
開
示
を
拒
絶
す
る
と
き
に
、
あ
る
い
は
こ
の
開
示
か
ら

得
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
と
き
に
の
み
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
憲
法
上
疑
問
の
あ
る

｢

目
的
の
な
い｣

呼
出
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
正
当
な
目
的
で
あ
る
私
的
な
執
行
請
求
権
の
実
現
に
つ
い
て
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

さ
ら
に
立
法
理
由
書
は
、
こ
の
規
定
は
債
務
者
自
ら
に
よ
る
開
示
と
い
う
、
よ
り
穏
や
か
な
手
段
が
常
に
優
先
的
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
か
ら

｢

相
当
性
の
原
則｣

の
要
請
に
も
か
な
う
と
す
る

(
�)

。
そ
し
て
、
債
務
者
自
ら
の
開
示
の
優
先
は
、
口
座
呼
出
し
が
関
係
者

の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
障
し
、
財
産
開
示
を
要
求
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
者
は
口
座
呼
出
し
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る

(

�)

。
(

３)

自
動
車
情
報
の
調
査

(

三
号)

最
後
に
、
本
条
一
項
三
号
は
、
債
務
者
に
関
し
て
登
録
さ
れ
た
自
動
車
の
情
報
を
中
央
自
動
車
登
録
簿
か
ら
呼
び
出
す
こ
と
を
可
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能
に
す
る
。
道
路
交
通
法

(�
����

��
�
��	

�

�������

以
下
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
と
略
す)

三
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
中
央
自
動
車
登
録
簿

に
は
、｢

自
動
車
情
報｣

と
し
て
自
動
車
の
状
態
・
装
備
・
検
査
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
と
、｢

保
有
者
情
報｣

と
し
て
保
有
者
の
氏

名
・
出
生
地
・
住
所
な
ど
の
情
報
が
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
道
路
交
通
法
三
六
条
に
よ
り
連
邦
自
動
車
庁
に

お
け
る
自
動
化
さ
れ
た
手
続
で
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
道
路
交
通
法
三
九
条
三
項
一
文
一
号
ａ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
よ
う

な
呼
出
し
は
道
路
交
通
に
関
与
し
な
い
公
法
上
の
請
求
権
の
実
現
の
た
め
に
可
能
と
な
っ
て
い
る
が
、
私
人
で
あ
る
債
権
者
は
、
道

路
交
通
へ
の
関
与
か
ら
生
じ
る
請
求
権
の
実
現
の
た
め
だ
け
に
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

(

Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
三
九
条
一
項)

。
立
法

理
由
書
に
よ
れ
ば

(

�)

、
私
人
で
あ
る
債
権
者
の
こ
の
よ
う
な
よ
り
劣
っ
た
立
場
は
正
当
化
さ
れ
ず
、
今
後
は
、
自
動
車
の
登
録
が
通
常

は
そ
の
所
有
権
を
示
し
、
自
動
車
は
債
権
者
に
と
っ
て
重
要
な
執
行
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
提
供
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
本
条
一
項
三
号
の
発
効
に
と
も
な
い
、
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
な
ど
の
法
規
が
変
更
さ
れ
、
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
三
五
条
に
は
連
邦
自
動
車
庁
は

要
請
に
基
づ
き
執
行
官
に
所
有
者
情
報
を
伝
達
す
る
な
ど
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
。

(

４)

執
行
官
の
開
示
権
の
制
限

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
第
一
項
二
文)

本
条
一
項
二
文
は
、
確
認
ま
た
は
要
請
が

｢

執
行
の
た
め
に
必
要｣

で
あ
る
限
り
許
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ

ば
、
債
務
者
の

｢

情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

へ
の
不
相
当
な
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
に
、
執
行
官
の
開
示
権
は
、
第
三
者
か

ら
の
追
加
的
な
情
報
に
よ
り
得
ら
れ
る
知
識
が
執
行
の
た
め
に
期
待
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
る

(

�)

。
例
え
ば
、
債
務
者
が
そ
の

財
産
を
明
ら
か
に
す
る
際
に
、
す
で
に
保
険
加
入
義
務
の
あ
る
雇
用
関
係
を
供
述
し
て
お
り
、
さ
ら
に
別
の
保
険
加
入
義
務
の
あ
る

雇
用
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
時
間
的
に
見
て
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
本
条
一
項
一
文
一
号
に
よ
る
情
報
の
確
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認
は
必
要
で
は
な
く
、
も
し
も
こ
れ
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
二
文
の
こ
の
文
言
が
阻
止
す
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

次
に
、
二
文
は
、
開
示
の
要
請
は

｢

執
行
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
が
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る｣

と
規
定
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
金
額
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
の
社
会
的
情
報
、
口
座
情
報
な
ど
情
報
に
つ
い
て
の
利
益
は
、
債
権
者
の

金
銭
執
行
に
つ
い
て
の
利
益
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇

編
六
八
条
一
項
一
文
に
お
け
る

｢

公
法
上
の
請
求
権
の
実
現
の
た
め
の
社
会
的
情
報
の
伝
達｣

の
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
権
の
額
は

六
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
、
ま
た
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
三
九
条
三
項
一
文
一
号
に
お
け
る

｢

道
路
交
通
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
生
じ
る
公
法
上
の
請

求
権
の
執
行
の
た
め
の
中
央
自
動
車
登
録
簿
か
ら
の
情
報
の
伝
達｣

に
つ
い
て
は
、
そ
の
請
求
権
の
額
は
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
と
さ

れ
て
い
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
基
本
的
に
は

少
な
く
と
も
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
債
権
に
つ
い
て
の
み
許
さ
れ
る
と
す
る

(

�)

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
金
額
を
設
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
学
説
か
ら
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
少
額
の
債
権
者

は
法
律
上
及
び
事
実
上
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
Ｇ
Ｇ
三
条
一
項
の

｢

法
の
下
の
平
等｣

に
違
反
し
、
執
行
を
予
防

す
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。
ま
た
、
執
行
官
は
す
で
に
第
三
者
か
ら
の
開
示
で
得
た
知
識
を
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
満
た
な
い
新
た
な
執
行
事
件

に
お
い
て
利
用
し
て
良
い
か
に
つ
い
て
明
確
で
は
な
い

(

�)
。

さ
ら
に
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
執
行
官
が
年
金
保
険
者
な
ど
か
ら
債
務
者
に
つ
い
て
の
情
報
を
取
得
す
る
に
あ
た
り
、
要
請

を
受
け
た
こ
れ
ら
の
機
関
は
、
そ
の
情
報
の
伝
達
の
た
め
の
諸
要
件
が
個
々
の
場
合
に
存
在
し
な
い
と
解
す
る
場
合
に
は
こ
れ
を
拒

絶
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
特
別
な
法
的
救
済
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
す
る

(

�)

。
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(

５)

確
認
ま
た
は
要
請
の
結
果
の
債
務
者
へ
の
通
知

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ
第
三
項)

債
権
者
は
、
第
三
者
か
ら
の
情
報
に
よ
り
債
務
者
が
自
ら
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
執
行
対
象
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
の

労
働
関
係
ま
た
は
口
座
関
係
が
知
れ
る
な
ら
ば
、
債
権
者
は
そ
こ
か
ら
明
ら
か
と
な
る
債
務
者
の
債
権
を
債
権
差
押
え
の
方
法
で�

取
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の�

取
は
、
執
行
裁
判
所
に
よ
る
処
理
に
時
間
が
か
か
る
と
、
そ
の
間
に
債
務
者
が
自
分
の
口

座
に
つ
い
て
債
権
者
が
情
報
を
得
た
こ
と
を
知
り
、
差
押
え
が
奏
功
す
る
前
に
、
そ
の
預
金
残
高
を
引
き
出
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
。
そ
こ
で
、
本
条
三
項
は
四
週
間
と
い
う
期
間
を
設
定
し
、
債
権
者
の
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
る
危
険
を
防
ぐ

(

�)

。
な
お
、
債
務

者
の

｢

情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

の
侵
害
は
、
情
報
の
確
認
が
秘
密
に
行
わ
れ
る
場
合
に
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者

の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
債
務
者
へ
の
事
後
の
通
知
は
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
る

(

�)

。

(

三)

債
務
者
表
の
改
革

ド
イ
ツ
で
は
罰
則
に
よ
る
制
裁
は
、
今
後
も

｢

虚
偽
の
宣
誓
代
替
保
証
罪｣

(

Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
五
六
条)

及
び

｢

過
失
に
よ
る
虚
偽

の
宣
誓
、
過
失
に
よ
る
宣
誓
代
替
保
証
罪｣

(
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
一
六
一
条)

が
適
用
さ
れ
、
拘
留
も
現
行
法
の
手
続
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る

と
こ
ろ
は
な
い
。
拘
留
は
、
今
後
も
債
務
者
自
ら
の
開
示
を
強
制
す
る
た
め
の
適
切
な
強
制
手
段
と
し
て
、
金
銭
的
制
裁
で
は
効
果

の
な
い
支
払
能
力
の
な
い
、
ま
た
は
支
払
意
思
の
な
い
債
務
者
に
発
令
さ
れ
う
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
法
は
、
財
産
開
示
の
先
行
に
よ
る
基
本
構
造
の
変
更
に
適
合
す
る
た
め
に
債
務
者
表
に
お
け
る
登
録
、
そ
し

て
こ
の
表
か
ら
の
情
報
付
与
に
つ
い
て
多
く
の
変
更
も
た
ら
し
た

(

�)
。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
債
務
者
表
は
、
現
在
の
形
式
で
は
支

払
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
法
取
引
を
警
告
す
る
た
め
に
適
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
そ
れ
と
い
う
の
も
登
録
は
動
産
執
行
が
不
奏

功
に
終
わ
り
開
示
保
証
を
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
拘
留
命
令
の
発
令
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
今
後
は
、
債
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務
者
表
が
支
払
能
力
の
な
い
者
の
登
録
簿
と
し
て
機
能
を
果
た
す
た
め
に
、
そ
の
登
録
原
因
を
変
更
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る

(

�)

。

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｃ
第
一
項
に
よ
る
と
、
執
行
官
は
、
以
下
の
場
合
に
、
職
権
で
債
務
者
表
へ
の
登
録
を
命
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

債
務
者
が
財
産
開
示
の
供
述
を
す
る
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
場
合

(

同
条
同
項
一
号)

、
財
産
目
録
の
内
容
に
よ
る
執
行
を
し
て

も
、
そ
の
申
立
て
に
よ
っ
て
財
産
開
示
が
得
ら
れ
ま
た
は
得
ら
れ
た
供
述
を
送
付
さ
れ
た
債
権
者
が
完
全
な
満
足
を
得
る
の
に
適
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

(

同
条
同
項
二
号)

、
債
務
者
が
執
行
官
に
、
財
産
開
示
の
供
述
ま
た
は
第
八
〇
二
条
ｄ
第
一
項
第
二

文
に
よ
る
送
付
の
通
知
後
一
月
内
に
、
そ
の
申
立
て
に
よ
り
財
産
開
示
が
与
え
ら
れ
ま
た
は
与
え
ら
れ
た
開
示
が
送
付
さ
れ
た
債
権

者
の
完
全
な
満
足
を
証
明
し
な
い
場
合

(

同
条
同
項
三
号)

で
あ
る
。

一
号
に
よ
る
登
録
は
、
債
務
者
が
財
産
開
示
手
続
に
協
力
し
な
い
場
合
に
行
わ
れ
る
。
債
務
者
の
義
務
違
反
行
為
に
よ
り
財
産
開

示
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
表
へ
の
登
録
と
い
う
圧
力
手
段
が
と
ら
れ
る

(

�)

。
例
え
ば
、
財
産
開
示
期
日
に
欠
席
し
、
そ
の
弁

解
が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
財
産
開
示
ま
た
は
そ
の
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
理
由
な
く
拒
絶
す
る
場
合
で
あ
る

(

�)

。

二
号
に
よ
り
、
財
産
目
録
の
内
容
か
ら
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
財
産
に
執
行
を
し
て
も
債
権
者
の
完
全
な
満
足
を
得
ら
れ
な
い
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
債
務
者
は
登
録
さ
れ
る
。
本
号
の
要
件
は
、
財
産
目
録
か
ら
差
押
可
能
な
財
産
が
お
よ
そ
見
当
た
ら
な

い
場
合
だ
け
で
な
く
、
記
載
さ
れ
た
財
産
の
価
値
を
考
え
れ
ば
執
行
に
よ
り
債
権
者
の
完
全
な
満
足
が
お
そ
ら
く
得
ら
れ
な
い
場
合

も
含
む

(

�)

。
執
行
官
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
執
行
不
奏
功
の
見
込
み
を
予
測
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
権
限
は
執
行
財
団
不
足
の

明
白
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
複
雑
な
評
価
を
回
避
し
、
そ
し
て
こ
の
評
価
の
結
果
予
想
さ
れ
る
裁
判

所
に
よ
る
再
審
査
に
か
か
る
費
用
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る

(

�)

。
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
本
号
に
よ
る
登
録
命
令
は
実
施
さ
れ
て
は
な

ら
な
い

(

�)

。
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三
号
に
よ
る
登
録
は
、
債
権
者
の
完
全
な
満
足
が
当
初
か
ら
見
込
め
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
満
足
が
早
い
時
期
に
実
現

さ
れ
な
い
場
合
に
実
施
さ
れ
る
。
二
号
の
場
合
と
は
反
対
に
、
こ
こ
で
は
財
産
開
示
の
内
容
か
ら
債
権
者
の
完
全
な
満
足
が
当
初
は

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
こ
こ
で
は
一
定
の
価
値
を
も
ち
、
そ
し
て
換
価
可
能
な
財
産
が
供
述

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
明
確
に
時
間
的
制
約
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
支
払
が
可
能
で
あ
る
財
産
を
持
っ
て
い

る
債
務
者
だ
け
が
登
録
を
免
れ
る
。
例
え
ば
、
供
述
さ
れ
た
債
権
の
よ
う
に
、
す
で
に
そ
の
存
在
が
疑
わ
し
く
、
ま
た
は
第
三
債
務

者
が
外
国
に
居
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
存
在
が
時
間
内
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
そ
の
換
価
に
予
測
で
き
な
い
ほ

ど
の
時
間
や
費
用
が
か
か
る
と
き
は
、
そ
の
債
務
者
は
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
支
払
能
力
は
な
い
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
ゆ
え
経
済
取
引
に
お
い
て
警
告
さ
れ
る

(

�)

。
そ
し
て
、
本
号
に
お
け
る
債
権
者
の
完
全
な
満
足
と
は
実
体
法
上
の
請
求
権
が
満
足
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
判
力
あ
る
給
付
判
決
を
受
け
た
債
務
者
に
責
任
が
あ
り
、
債
務
者
自
ら
の
義
務
違
反
に
よ

り
給
付
を
し
な
い
こ
と
が
執
行
手
続
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
債
権
者
の
完
全
な
満
足
に
つ
い
て
主
張
・
立
証
す
る
責
任
を
負

う
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
る

(

�)

。
ま
た
、
全
く
財
産
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
債
務
者
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
手
続
を
進
行
さ
せ
て

お
り
、
そ
の
者
が
債
務
者
表
へ
の
登
録
を
回
避
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
完
全
な
支
払
い
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
執

行
官
に
対
し
て
も
法
定
期
間
内
に
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

(

例
え
ば
、
債
権
者
の
領
収
書
ま
た
は
そ
の
他
の
適

切
な
資
料
に
よ
る

(

�))

。

た
だ
し
、
三
号
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｂ
に
よ
る
支
払
計
画
が
確
定
さ
れ
て
お
り
、
失
効
し
て
い
な
い
と
き
は
登
録
は
行
わ
れ
な

い
と
規
定
す
る

(

�)

。

と
こ
ろ
で
、
登
録
原
因
に
は
、
執
行
を
実
施
し
た
が
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合

(
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
一
文
一
号)

が
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明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
学
説
は
、
こ
れ
は
二
号
の
勿
論
解
釈
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
三
号
の
一
月
の
期

間
経
過
後
に
も
該
当
す
る
と
指
摘
す
る

(

�)

。

な
お
、
登
録
命
令
に
は
簡
潔
な
理
由
が
付
け
ら
れ
、
債
務
者
に
送
達
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
調
書
上
に
記
載
さ
れ
た
上
で
知
ら
さ

れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｃ
第
二
項)

。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｄ
第
一
項
は
、
登
録
命
令
に
対
す
る
法
的
救
済
と
し
て
、
債
務
者
が
告

知
を
受
け
て
か
ら
二
週
間
以
内
に
所
轄
の
執
行
裁
判
所
に
提
起
で
き
る
異
議

(
W

id
e

rsp
ru

ch)

を
設
け
る
。
こ
の
異
議
は
執
行
を

停
止
し
な
い
が

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｄ
第
一
項
二
文)

、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
登
録
を
仮
に
停
止
す
る
こ

と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る

(
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｄ
第
二
項)

。
な
お
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｄ
第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
る
法
的
救

済
に
つ
い
て
は
債
務
者
に
教
示
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｄ
第
三
項
一
文)

。

債
務
者
表
に
は
、
執
行
官
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｃ
に
よ
り
そ
の
登
録
を
命
じ
た
者
な
ど
が
登
録
さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｂ
第

一
項)

。
ま
た
、
こ
れ
に
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｂ
第
二
項
に
よ
り
、
債
務
者
の
氏
名
及
び
旧
姓
並
び
に
会
社
名
及
び
商
業
登
記
簿
に

お
け
る
登
記
ペ
ー
ジ
の
番
号

(

同
条
同
項
一
号)
、
債
務
者
の
生
年
月
日
及
び
出
生
地

(

同
条
同
項
二
号)

並
び
に
債
務
者
の
住
所

ま
た
は
居
所

(

同
条
同
項
三
号)

が
記
載
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｂ
第
三
項
は
記
載
に
関
す
る
詳
細
な
基
準
を
示
す
。

債
務
者
表
に
お
け
る
登
録
は
、
三
年
を
経
過
し
た
後
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｈ
第
一
項
に
規
定
す
る
中
央
執
行
裁
判
所
に
よ
り
抹
消

さ
れ
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｅ
第
一
項
一
文)

。
そ
の
他
、
新
法
は
、
債
務
者
表
の
自
動
化
と
集
中
化
を
各
州
の
中
央
執
行
裁
判
所

に
お
け
る
司
法
行
政
部
の
所
管
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
結
果
、
債
務
者
表
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
将
来
は
中
央
及
び
州
に
わ
た
る
検

索
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
検
索
が
可
能
と
な
る

(

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｈ)

。

な
お
、
債
務
者
表
の
閲
覧
及
び
複
製
の
付
与
に
つ
い
て
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｆ
と
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
八
二
条
ｇ
が
規
定
す
る
。
閲
覧
は
現
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行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
条
三
項
を
範
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
複
製
の
付
与
に
つ
い
て
は
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
九
一
五
ｄ
以
下
を
範
と
し

て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
法
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
債
務
者
表
の
改
革
は
、
と
り
わ
け
登
録
原
因
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
か

ら
の
改
革
提
案
が

(

�)

、
債
務
者
表
に
は
財
産
開
示
が
行
わ
れ
た
が
執
行
は
不
奏
功
に
終
わ
り
、
債
務
者
に
は
支
払
能
力
が
な
い
と
い
う

こ
と
が
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
債
務
者
表
は
今
後
は
支
払
能
力
の
な
い

者
の
リ
ス
ト
と
し
て

｢
取
引
の
安
全｣

に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
が
、
財
産
開
示
手
続
と
債
務
者
表
が
結
び
つ
く
限
り
で
、
債
務
者
表

は
債
務
者
に
財
産
開
示
を
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
な
る
一
方
、
そ
こ
へ
の
登
録
の
回
避
の
た
め
に
任
意
弁
済
を
さ
せ
る
圧
力
手
段
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

8
0
.

(

�)
B

T
-D

ru
ck

sach
e

1
6

/1
3

4
3

2
,

S
.

1
.

(

�)
G

e
se

tz
zu

r
R

e
fo

rm
d

e
r
�
���

��
��
�	
�

�
�

in
d
e

r
Z

w
an

g
sv

o
llstre

ck
u

n
g
,

B
G

B
l.

I.
S
.

2
2

5
8
.

こ
の
法
律
に
よ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
第
八

編
第
四
章
の
八
九
九
条
か
ら
九
一
五
条
ｈ
は
完
全
に
削
除
さ
れ
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
0

f.

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
第
八
〇
二
条
ｃ

[

債
務
者
の
財
産
開
示]

①

債
務
者
は
、
金
銭
債
権
の
執
行
の
目
的
の
た
め
に
、
執
行
官
の
求
め
に
応
じ
て
自
己
の
財
産
に
関
す
る
情
報
を
以
下
の
規
定
に
従
っ

て
提
供
し
、
自
己
の
出
生
時
の
姓
・
生
年
月
日
・
出
生
地
を
も
供
述
す
る
義
務
を
負
う
。

②

債
務
者
は
、
開
示
を
す
る
た
め
に
、
自
己
に
属
す
る
総
て
の
財
産
対
象
を
供
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
に
つ
い
て
は
、
原
因

お
よ
び
証
拠
方
法
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
次
の
事
項
を
供
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
、
債
務
者
が
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
者

(

倒
産
法
第
一
三
八
条)

に
対
し
て
し
た
有
償
の
譲
渡
で
、
第
八
〇
二
条
ｆ
第
一
項
の
期
日
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に
先
立
つ
二
年
内
か
つ
財
産
開
示
を
な
す
ま
で
に
行
っ
た
も
の

２
、
債
務
者
が
し
た
無
償
の
給
付
で
、
第
八
〇
二
条
ｆ
の
期
日
に
先
立
つ
四
年
内
か
つ
財
産
開
示
を
な
す
ま
で
に
行
っ
た
も
の
。
た
だ

し
、
安
価
で
慣
例
上
の
贈
り
物
に
向
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

第
八
一
一
条
第
一
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
よ
り
明
文
上
差
押
え
に
服
し
な
い
動
産
は
、
供
述
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
交

換
差
押
え
が
考
慮
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。

③

債
務
者
は
、
前
項
に
よ
る
供
述
を
誠
実
に
正
し
く
完
全
に
行
っ
た
こ
と
を
、
宣
誓
に
代
わ
る
調
書
で
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
七
八
条
な
い
し
第
四
八
〇
条
、
第
四
八
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
0
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
5
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
5
.

な
お
、
現
行
法
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開

示

(

一)｣

八
九
頁
以
下
参
照
。

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

六
四
頁
以
下
参
照
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
4
.

Ｚ
Ｐ
Ｏ
第
八
〇
二
条
ａ

[

執
行
の
諸
原
則
；
執
行
官
の
所
定
権
能]

①

執
行
官
は
、
金
銭
債
権
の
迅
速
・
完
全
で
費
用
を
抑
え
た
取
立
て
に
努
め
る
。

②

執
行
官
は
、
当
該
の
執
行
申
立
て
お
よ
び
執
行
力
の
あ
る
正
本
に
基
づ
き
、
そ
れ
以
上
の
管
轄
に
か
か
わ
り
な
く
、
次
の
権
限
を
有

す
る
。

１
、
事
件
の
互
譲
に
よ
る
解
決

(

第
八
〇
二
条
ｂ)

を
試
み
る
こ
と

２
、
債
務
者
の
財
産
開
示

(

第
八
〇
二
条
ｃ)

を
求
め
る
こ
と

３
、
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
の
第
三
者
の
開
示

(

第
八
〇
二
条
ｌ)
を
求
め
て
得
る
こ
と

４
、
動
産
の
差
押
え
お
よ
び
換
価
を
行
う
こ
と
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５
、
先
行
差
押
え

(

第
八
四
五
条)

を
行
う
こ
と
、
こ
の
場
合
に
は
執
行
力
あ
る
正
本
の
事
前
の
付
与
お
よ
び
債
務
名
義
の
送
達
を
要

し
な
い

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
執
行
申
立
て
に
お
い
て
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
文
第
一
号
の
措
置
は
、
申
立
て
が
こ
れ
に
限
定
さ
れ

る
場
合
に
限
る
。

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
第
八
〇
二
条
ｅ

[

管
轄]

①

財
産
開
示
お
よ
び
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
さ
せ
る
に
つ
い
て
は
、
委
任
の
と
き
に
債
務
者
が
そ
の
住
所
を
有
す
る
地
ま
た
は
そ
れ
が

な
い
と
き
は
そ
の
居
所
を
有
す
る
地
の
区
裁
判
所
の
執
行
官
が
管
轄
す
る
。

②

委
任
を
受
け
た
執
行
官
に
管
轄
権
が
な
い
と
き
は
、
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
事
件
は
管
轄
権
が
あ
る
執
行
官
に
移
送
さ
れ
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
5
.

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
3

f.

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｆ

[

財
産
開
示
の
受
領
手
続]

①

財
産
開
示
の
受
領
に
は
、
執
行
官
は
、
債
務
者
が
債
務
を
処
理
す
る
た
め
の
二
週
間
の
猶
予
期
間
を
定
め
る
。
同
時
に
、
執
行
官
は
、

債
務
が
期
間
満
了
後
も
完
全
に
処
理
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
た
め
に
、
猶
予
期
間
の
満
了
後
た
だ
ち
に
財
産
開
示
の
申
告
を
す
る
期
日

を
定
め
て
お
き
、
そ
の
期
日
に
債
務
者
を
事
務
所
に
呼
び
出
す
。
債
務
者
は
、
そ
の
期
日
に
、
財
産
開
示
の
申
告
に
必
要
な
資
料
を
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
6
.

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

四
九
頁
参
照
。

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
4
.

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条

[

差
押
え
試
行
後
の
財
産
開
示
の
実
施]

①

債
権
者
が
債
務
者
へ
の
差
押
え
の
実
施
を
申
し
立
て
、

１
、
債
務
者
が
捜
索

(

第
七
五
八
条)

を
拒
否
し
た
場
合
、
ま
た
は

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

財
産
開
示
手
続
の
実
効
性

1709

七
一



２
、
債
権
者
が
差
押
え
を
試
行
す
る
も
恐
ら
く
完
全
な
満
足
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
執
行
官
は
、
債
権
者
の
申
立
て
に
よ

り
、
第
八
〇
二
条
ｆ
に
か
か
わ
ら
ず
直
ち
に
債
務
者
に
財
産
開
示
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
八
〇
二
条
ｆ
第
五
項
・
第

六
項
を
準
用
す
る
。

②

債
務
者
は
、
即
時
の
実
施
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
執
行
官
は
、
第
八
〇
二
条
ｆ
に
よ
り
手
続
を

行
う
。
弁
済
猶
予
期
間
の
設
定
を
要
し
な
い
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
4
.

理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
特
に
論
理
的
に
矛
盾
は
な
い
と
さ
れ
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
4
.

(

�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

六
六
頁
参
照
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
0
;

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
1
.

(

�)

な
お
、
こ
の
よ
う
な
扶
養
事
件
の
手
続
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
旧
第
六
編
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

｢

家
事
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
法
律

(
G

e
se

tz
�
���

d
as

V
e

rfah
re

n
in

F
am

ilie
n

sach
e

n
u

n
d

in
d
e

n

A
n

g
e

le
g

e
n

h
e

ite
n

d
e

r
fre

iw
illig

e
n

G
e

rich
tsb

ark
e

it:
F

am
F

G
)｣
(

B
G

B
l.

2
0

0
8

I,
S
.

2
5

8
6)

に
よ
り
全
部
削
除
さ
れ
て
お
り
、
現
在

は
こ
の
法
律
の
二
三
六
条
に
同
様
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
新
規
定
で
は
、
あ
ら
た
に
税
務
署
に
開
示
義
務
が
拡
張
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
法
律
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
高
田
昌
宏

｢

自
由
証
明
の
研
究｣

(

二
〇
〇
八
年)

二
四
三
頁
以
下
が
詳
し
い
。

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｌ

[

執
行
官
の
開
示
権]

①

債
務
者
が
財
産
開
示
を
す
る
義
務
を
履
行
せ
ず
、
ま
た
は
財
産
開
示
で
挙
げ
ら
れ
た
財
産
対
象
に
対
す
る
執
行
を
し
て
も
恐
ら
く
債

権
者
の
完
全
な
満
足
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
執
行
官
は
、
次
の
こ
と
が
で
き
る
。

１
、
法
律
上
の
年
金
保
険
の
担
当
者
の
も
と
で
、
債
務
者
の
保
険
加
入
義
務
の
あ
る
雇
用
関
係
の
現
時
の
使
用
者
の
氏
名
ま
た
は
商
号

お
よ
び
そ
の
所
在
地
を
確
認
す
る
こ
と
。

２
、
連
邦
中
央
税
務
庁

(
B

u
n

d
e

sze
n

tralam
t
��
�

S
te

u
e

rn)

に
対
し
て
、
金
融
機
関
の
も
と
に
あ
る
公
課
法

(
A

b
g

ab
e

n
o

rd
n

u
n

g)
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第
九
三
条
ｂ
第
一
項
に
掲
げ
る
情
報
を
呼
び
出
す
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と

(

公
課
法
第
九
三
条
第
八
項)

。

３
、
債
務
者
が
保
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
関
す
る
、
道
路
交
通
法

(�
����

��
���	

�

�������)

第
三
三
条
第
一

項
に
よ
る
自
動
車
及
び
保
有
者
の
情
報
を
連
邦
自
動
車
庁

(
K

raftfah
rt-B

u
n

d
e

sam
t)

の
も
と
で
確
認
す
る
こ
と
。

確
認
ま
た
は
要
請
が
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
執
行
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
執
行
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
が
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以

上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
そ
の
計
算
で
は
、
強
制
執
行
の
費
用
お
よ
び
付
帯
債
権
は
、
そ
れ
ら
が
専
ら
執
行
申
立
て
の
対
象
で
あ

る
場
合
に
限
り
参
入
さ
れ
る
。

②

執
行
の
目
的
の
た
め
に
必
要
で
な
い
デ
ー
タ
は
、
執
行
官
が
遅
滞
な
く
抹
消
ま
た
は
閉
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抹
消
は
、
調
書

に
記
録
す
る
。

③

第
一
項
の
確
認
ま
た
は
要
請
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
執
行
官
は
、
債
権
者
に
、
第
二
項
の
規
定
に
従
い
遅
滞
な
く
通
知
し
、
債
務
者

に
は
受
領
か
ら
四
週
間
以
内
に
通
知
す
る
。
第
八
〇
二
条
第
一
項
第
二
文
お
よ
び
第
三
文
を
準
用
す
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
1
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

な
お
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
七
五
三
条
二
項
一
文
は

｢

債
権
者
は
、
強
制
執
行
を
委
任
す
る
た
め
に
、

書
記
課
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
規
定
す
る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)

社
会
法
典

(
S

o
zialg

e
se

tzb
u

ch)

第
四
編
二
八
条
ｉ
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
険
料
徴
収
制
度
の
仕
組
み
に

つ
い
て
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

｢

諸
外
国
に
お
け
る
労
働
保
険
及
び
社
会
保
険
の
徴
収
事
務
一
元
化
を
め
ぐ
る
実
態
と
課
題
に

関
す
る
調
査
研
究｣

[

大
島
秀
之
筆]

(

二
〇
〇
八
年)

六
八
頁
以
下
、
長
坂
光
弘

｢

ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
と
保
険
料

徴
収
の
仕
組
み｣

税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
１

(

二
〇
〇
五
年
四
月)

一
三
〇
頁
以
下
、
安
田
純
子

｢

欧
米
諸
国

(

独
・
仏
・
米
・
瑞)

に
お
け

る
社
会
保
険
料
徴
収
の
仕
組
み
―
滞
納
対
策
の
あ
り
方
の
参
考
と
し
て
―｣
Ｎ
Ｒ
Ｉ
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
四
五
巻

(

二

〇
〇
七
年
四
月)

六
頁
以
下
参
照
。
疾
病
金
庫
は
二
〇
〇
七
年
四
月
現
在
で
二
四
一
金
庫
あ
る
。
労
働
政
策
研
究
・
前
掲
七
五
頁
参
照
。
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(

�)

年
金
保
険
情
報
局

(
D

ate
n

ste
lle

d
e

r
�
���

�
�

d
e

r
R

e
n

te
n

v
e

rsich
e

ru
n

g)

に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
第
六
編
一
四
五
条
参
照
。
な

お
、
労
働
政
策
研
究
・
前
掲
七
四
頁
、
長
坂
・
前
掲
一
三
〇
頁
、
安
田
・
前
掲
七
頁
参
照
。

(
�)
長
坂
・
前
掲
一
二
九
頁
参
照
。

(

�)
労
働
政
策
研
究
・
前
掲
七
四
頁
、
安
田
・
前
掲
七
頁
参
照
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
4
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
4
.

な
お
、
理
由
書
に
よ
る
と
、
こ
の
規
定
に
よ
り
手
続
は
実
効
性
を
も
ち
、
効
率
が
良
く

な
る
と
す
る
。V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
4
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

	)

連
邦
金
融
監
督
庁

(
B

u
n

d
e

san
stalt

��
�

F
in

an
zd

ie
n

stle
istu

n
g

sau
fsich

t)

の
設
立
に
つ
い
て
は
、
重
田
正
美

｢

ド
イ
ツ
の
新
し

い
金
融
監
督
機
関
に
つ
い
て｣

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
六
四
一
号
八
九
頁
以
下
参
照
。

(


)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
4
.

(

�)
B

V
e

rfG
,

N
JW

2
0

0
7
,

2
4

6
4
.

V
g

l.
B

T
-D

ru
ck

sach
e

1
6

/1
0

0
6

9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
こ
の
呼
出
し
に
よ
り
債
務
者
の
解
明
義
務
違
反
が
予
防
さ
れ

る
。

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
3
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
5
.
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(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
5
.

(
�)

V
g

l.
B

T
-D

ru
ck

sach
e

1
6

/1
3

4
3

2
,

S
.

2
.

な
お
、
二
〇
〇
八
年
七
月
三
〇
日
の
草
案
で
は
、
金
額
は
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
は
な
く
六
〇

〇
ユ
ー
ロ
と
さ
れ
て
い
た
。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
開
示
権
は
社
会
的
情
報
も
中
央
自
動
車
登
記
簿
か
ら
の
情
報
に
も
関
係
す
る
こ
と

か
ら
、
よ
り
高
額
な
金
額
を
指
針
と
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
執
行
さ
れ
る
べ
き
債
権
の
総
額
は
最
低
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
3
.

し
か
し
、
当
初
草
案
の
二
文
の
文
言
が
変
更
さ
れ
、
そ
の

価
額
に
つ
い
て
は
名
義
化
さ
れ
た
債
権
額
だ
け
が
問
題
と
な
り
、
執
行
費
用
は
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
限
度
に
は
算
入
さ
れ
ず
、
ま
た
従
た
る

債
権
と
し
て
の
利
息
が
増
加
し
て
も
同
様
に
価
額
限
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、

金
額
は
Ｓ
ｔ
Ｖ
Ｇ
三
九
条
の
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
定
め
ら
れ
た
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
開
示
可
能
性
が
債
権
者
に
と
っ
て

重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
5
.

(

�)
V

g
l.

F
isch

e
r,

W
e

lch
e

p
ro

ze
ssu

ale
n

u
n

d
m

ate
rie

lle
n

N
e

u
re

g
e

lu
n

g
e

n
zu

r
V

e
rm

e
id

u
n

g
u

n
d

V
e

rm
in

d
e

ru
n

g
v

o
n
�
�����

��

	
���
�

sin
d

re
ch

tsstaatlich
e

n
sin

n
v

o
ll?,

D
G

V
Z

2
0

0
7
,

S
.

1
1

5
.

(

�)
V

g
l.

S
e

ip
,

Z
u

m
E

n
tw

u
rf

e
in

e
s

G
e

se
tze

s
zu

r
R

e
fo

rm
d

e
r

���

��
	�
�
��

�
�

in
d

e
r

Z
w

an
g

sv
o

llstre
ck

u
n

g
,

D
G

V
Z

2
0

0
8
,

S
.

4
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
3
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
3
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

4
5
.

(

�)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
5
.

(

	)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
5
.

(


)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

3
4

3
2
,

S
.

2
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
7
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
7
.

(

)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
7
.

な
お
、
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
財
産
開
示
に
必
要
な
資
料
を
持
参
せ
ず
、
財
産
開
示
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を
失
敗
さ
せ
る
債
務
者
も
登
録
に
よ
り
威
嚇
さ
れ
る
。

(
�)

実
務
で
は
、
後
者
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
7
.

(
�)

V
g

l.
B

T
-D

ru
ck

sach
e

1
6

/1
0

0
6

9
,

S
.

3
7
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
8
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
8
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
8
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
8
.

(

�)
V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

3
8
.

な
お
、
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
一
か
月
の
期
間
に
つ
い
て
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
四
五
条
の
先

行
差
押
え
の
規
定
が
範
と
な
っ
た
。

(

�)

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｂ
は
、
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
六
条
ｂ
、
八
一
三
条
及
び
九
〇
〇
条
三
項
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
和
解
的
解
決

は
財
産
開
示
の
申
立
て
か
ら
債
務
者
表
へ
の
登
録
ま
で
可
能
で
あ
る
。V

g
l.

B
T

-D
ru

ck
sach

e
1

6
/1

0
0

6
9
,

S
.

2
4
.

(

	)
V

g
l.

G
au

l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

,
a.a.O

.,
S
.

1
0

9
7
.

(


)

債
務
者
表
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
内
山

｢
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
一
頁
以
下
参
照
。

四

わ
が
国
に
お
け
る
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
の
向
上

金
銭
執
行
は
、
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
が
向
上
さ
れ
る
こ
と
で
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
状
態
を
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
の
努
力
は
、
財
産
開

示
制
度
に
つ
い
て
長
い
歴
史
を
も
つ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
絶
え
ず
行
わ
れ
て
来
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
新
法
に
よ
る
改
革
に
繋
が
っ
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て
い
る
。
わ
が
国
は
、
近
年
に
な
り
よ
う
や
く
財
産
開
示
制
度
を
採
り
い
れ
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
利
用
率
は
高
く

な
く
、
い
く
つ
か
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
先
に
挙
げ
た
三
つ
の
問
題
を
ド
イ
ツ
法
、
と
り
わ
け
新
法
を

参
考
に
し
な
が
ら
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
が
よ
り
実
効
性
を
挙
げ
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
に
は
ど

の
よ
う
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(

一)

財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件

わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件
は
、
現
行
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
一
項
一
号
及
び
二
号
の

｢

動
産
執
行
の
不
奏
功｣

の
場
合

と
は
異
な
り
、
執
行
が

｢
配
当
又
は
弁
済
金
の
交
付｣

手
続
ま
で
至
っ
て
不
奏
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
債
権
者
に
債
務
者

の
財
産
状
況
の
広
範
囲
な
調
査
義
務
を
課
し
、
そ
の
上
で
、
知
れ
て
い
る
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
実
施
し
て
も
金
銭
債
権
の
完

全
な
弁
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
疎
明
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
っ
て
、
財
産
開
示
手
続
が
実
施
さ
れ
る
ま

で
に
費
用
と
時
間
が
か
か
り
、
財
産
開
示
に
よ
り
債
務
者
の
財
産
状
況
に
つ
い
て
情
報
を
取
得
し
て
金
銭
執
行
の
実
効
性
を
挙
げ
る

と
す
る
制
度
趣
旨
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
当
初
の
立
法
理
由
書
が
、
不
動
産
執
行
の
実
施
は
債
権
者
に

即
時
の
満
足
を
与
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
財
産
開
示
手
続
の
要
件
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
動
産
執
行
の
不
奏
功
の
証

明
ま
た
は
疎
明
が
容
易
で
あ
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
財
産
開
示
は
準
備
執
行
で
あ
り
、
国
家
に
よ
り
自
力
救
済
を
禁
止
さ
れ

た
債
権
者
に
そ
の
請
求
権
の
実
現
及
び
そ
の
た
め
の
前
提
と
し
て
開
示
に
よ
り
得
ら
れ
る
差
押
可
能
な
財
産
が
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
公
の
利
益
が
存
在
す
る

(

�)

。
債
権
者
の
財
産
開
示
を
求
め
る
権
利
は
国
家
に
対
す
る
民
事
執
行
請
求
権
の
中
に

在
り
、
こ
の
権
利
は
憲
法
三
二
条
で
保
障
さ
れ
た
司
法
行
為
請
求
権
の
一
つ
の
発
現
形
態
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、

債
務
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
護
は
重
要
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
債
務
者
の
情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権
へ
の
侵
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害
は
、
司
法
許
与
請
求
権

(
��
������	


�
��

���

��
��
��)

及
び
Ｇ
Ｇ
一
四
条
か
ら
導
か
れ
る
強
制
執
行
に
お
け
る
効
果
的
な
満

足
を
求
め
る
債
権
者
の
権
利
並
び
に
効
果
的
な
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
公
の
利
益
に
よ
り
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、
わ

が
国
の
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
中
核
的
内
容
と
し
、
そ
こ
に
は

｢

自
己
情
報
を
収
集

さ
れ
な
い
権
利｣
、
す
な
わ
ち
本
人
の
同
意
な
く
し
て
、
ま
た
は
正
当
な
理
由
な
く
し
て
、
他
者
に
自
己
情
報
を
収
集
さ
れ
な
い
権

利
を
含
む
が

(

�)

、
す
で
に
述
べ
た
財
産
開
示
手
続
の
制
度
趣
旨
及
び
憲
法
三
二
条
に
基
づ
く
債
権
者
の
財
産
開
示
を
求
め
る
権
利
、
さ

ら
に
は
憲
法
二
九
条
に
よ
る
債
権
者
の
財
産
権
の
保
障
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
執
行
裁
判
所
が
財
産
開
示
手
続
に
よ
り
収
集
し
た
情

報
を
債
権
者
が
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
正
当
な
理
由
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
民
執

法
一
九
七
条
一
項
一
号
及
び
二
項
一
号
の

｢

配
当
等｣

の
要
件
を
限
定
的
に
捉
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
同
条
一
項
二
号
及
び
二
項
二

号
の

｢

知
れ
て
い
る
財
産｣

の
調
査
に
つ
い
て
は
通
常
の
程
度
を
超
え
る
調
査
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
二
号
に
お
い
て
不
動
産

に
つ
い
て
専
ら
民
間
調
査
会
社
を
利
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
債
権
に
つ
い
て
第
三
者
の
陳
述
書
又
は
聴
取
書
を
要
求
す
る
こ
と
は
不

要
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
新
法
の
よ
う
に
財
産
開
示
手
続
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
財
産
開
示
手
続
の

先
行
は
、
債
権
者
に
適
切
な
執
行
を
判
断
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
早
期
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
財
産
開
示
の
実
効
性
は

挙
が
る
。
ド
イ
ツ
の
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
の
開
示
義
務
を
執
行
手
続
の
最
初
に
置
く
こ
と
は
、
一
般
的
な
執
行
要
件
が

実
現
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
務
者
が
給
付
を
し
な
い
と
い
う
状
況
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
補
充
性
の
あ
る
現
行

Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
七
条
の
下
で
の

｢

債
務
者
の
情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣
へ
の
侵
害
に
対
す
る
先
の
論
拠
は
、
開
示
手
続
の
先
行

に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
の
見
解
も
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
財
産
開
示
の
先
行
が
相
当
性
の
原
則
に
違
反
す
る
と
の
見
解
に
対
し
て
は
、
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財
産
開
示
は
た
し
か
に
差
押
え
の
実
施
と
は
異
な
り
債
務
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
債
権
者
は
債
務
者
だ
け
が
持
っ
て
い
る
情

報
を
取
得
で
き
な
け
れ
ば
不
利
益
を
被
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
利
益
よ
り
も
財
産
開
示
を
求
め
る
債
権
者
の
利
益
が
絶
対
的
に
優

先
し
、
財
産
開
示
は
よ
り
厳
し
い
処
分
で
は
な
い
と
の
批
判
も
あ
る
。

わ
が
国
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
り

｢

執
行
不
奏
功｣

が
動
産
執
行
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
開
示
手
続
が
先
行

す
れ
ば
、
債
権
者
に
よ
る

｢

知
れ
て
い
る
財
産｣

の
事
前
調
査
は
不
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
実
務
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ

に
よ
る
実
効
性
の
向
上
は
ド
イ
ツ
の
比
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
財
産
開
示
手
続
の
先
行
を
求
め
る
提
案
が
出

さ
れ
て
お
り

(

�)

、
そ
こ
で
は
開
示
手
続
の
補
充
性
は
ド
イ
ツ
執
行
制
度
の
欠
陥
で
あ
り
、
先
行
に
よ
り
初
め
て
効
果
的
で
合
理
的
な
執

行
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
新
法
に
よ
る
改
革
は
、
わ
が
国
に
も
必
要
で
は
な
い
か
。
開
示
手
続
の
先
行
に
よ
る

債
務
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
は
、
先
に
述
べ
た
財
産
開
示
手
続
の
制
度
趣
旨
及
び
憲
法
三
二
条
に
基
づ
く
債
権
者
の
財
産
開

示
を
求
め
る
権
利
な
ど
を
考
え
れ
ば
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
〇
二
条
ｆ
第
一
項
は
二
週
間
の
猶
予
期
間
を
設
け

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
猶
予
期
間
の
設
定
に
は
反
対
説
も
あ
り
、
特
に
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

(

二)

執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
の
拡
大

執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
が
拡
大
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
債
務
者
の
財
産
状
況
の
開
示
が
進
み
、
金
銭
執
行
の
実
効
性
は
か
な
り

向
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
状
況
を
債
務
者
自
身
か
ら
十
分
に
取
得
で
き
な
い
ま
ま
で
は
、
多
く
の
場
合
に

執
行
は
奏
功
す
る
見
込
み
が
全
く
立
た
ず
に
開
始
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
不
奏
功
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
実
際
に
も
、
ド
イ

ツ
で
は
、
債
務
者
の
供
述
か
ら
そ
の
情
報
を
取
得
す
る
だ
け
で
は
満
足
の
ゆ
く
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
種
の
自
己
供
述
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の
正
確
さ
と
完
全
さ
は
ほ
と
ん
ど
信
頼
の
お
け
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
は
わ
が
国

よ
り
も
厳
し
い
制
裁
手
段
を
も
つ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
有
効
な
情
報
源
を
債
権
者
に
利
用
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
債
権

者
の
権
利
実
現
の
チ
ャ
ン
ス
を
小
さ
く
し
て
お
り
、
ま
た
債
務
者
に
真
実
に
即
し
た
供
述
を
し
よ
う
と
す
る
気
を
促
し
て
い
な
い
と

す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
過
料
の
制
裁
し
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
り
債
務
者
が
財
産
開
示
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
出

頭
し
て
も
虚
偽
の
開
示
を
受
け
る
場
合
が
多
い
と
こ
ろ
で
は
、
債
権
者
に
第
三
者
の
持
つ
情
報
を
取
得
さ
せ
て
財
産
開
示
手
続
の
実

効
性
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
債
務
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
情
報
を
債
務
者
自
身
か
ら
収
集
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
第
三
者
か
ら
収
集
す
る
の
か
と
い
う
方
法
の
違
い
は
、
個
人
情
報
の
他
者
に
よ
る
取
扱
い
の
態
様
で
あ
り
、
他

の
要
因
と
総
合
的
に
判
断
さ
れ

(
�)
、
財
産
開
示
手
続
の
制
度
趣
旨
な
ど
か
ら
し
て
、
第
三
者
が
そ
の
情
報
を
正
当
な
目
的
で
収
集
し
て

い
る
限
り
は
、
執
行
裁
判
所
が
こ
の
情
報
を
収
集
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
債
権
者
が
取
得
す
る
こ
と
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
は

当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

(

１)

補
充
性

ド
イ
ツ
の
新
法
で
は
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
、
債
務
者
が
自
ら
財
産
開
示
を
行
わ
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
財
産
開
示
に
よ
り

財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
た
債
務
者
の
財
産
に
対
し
て
執
行
し
て
も
債
権
者
の
完
全
な
満
足
が
期
待
で
き
な
い
と
き
に
、
そ
れ
に
続
い

て
許
さ
れ
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
こ
の
補
充
性
は
、
債
務
者
の
も
つ

｢

情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

を
斟
酌
し
、
そ
し

て
、
遅
滞
な
く
、
か
つ
実
効
性
の
あ
る
執
行
に
つ
い
て
の
債
権
者
の
利
益
並
び
に
一
般
の
利
益
と
の
比
較
考
量
か
ら
生
じ
る
と
す
る
。

債
務
者
の
情
報
を
第
三
者
か
ら
先
に
収
集
す
る
こ
と
が
債
務
者
の
負
担
に
な
り
、｢

相
当
性
の
原
則｣

を
考
慮
す
る
場
合
に
そ
れ
を

侵
害
す
る
か
、
債
務
者
の
財
産
状
況
を
最
も
認
識
し
て
い
る
の
は
債
務
者
自
身
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
供
述
が
最
も
充
実
し
て
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い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
を
優
先
す
る
こ
と
は
適
切
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
実
効
性
を
考
え
れ
ば
補
充
性
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

(
２)

開
示
権
の
制
限

ド
イ
ツ
の
新
法
で
は
、
第
三
者
へ
の
開
示
の
要
請
は

｢

執
行
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
が
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る｣

と
規
定
す
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
対
す
る
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
基
本
的
に

は
少
な
く
と
も
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
債
権
に
つ
い
て
許
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
金
額
を
設

定
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
学
説
か
ら
批
判
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
限
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

３)

開
示
範
囲

ド
イ
ツ
で
は
、
債
務
者
の

｢
情
報
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
権｣

を
保
護
す
る
た
め
に
、
開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
は
、

執
行
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
典
型
的
な
範
囲
、
す
な
わ
ち
労
働
所
得
で
あ
る
給
与
、
口
座
関
係
の
存
在
、
そ
し
て
自
動
車
の
保
有
に

制
限
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
債
権
者
に
第
三
者
の
持
つ
情
報
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
で
財
産
開
示
手
続
の
実
効
性
を
挙
げ
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
開
示
範
囲
を
厳
し
く
制
限
す
る
必
要
は
な
く
、
第
三
者
が
そ
の
情
報
を
正
当
な
目
的
で
収
集
し
て
い
る
限
り
で
、
よ
り

拡
大
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
手
続
を
設
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
立
法
提
案
を
示
す
に
は
至
っ
て
い
な

い
が
、
例
え
ば
、
債
務
者
の
使
用
者
を
知
る
た
め
に
、
執
行
裁
判
所
は

｢

日
本
年
金
機
構｣

か
ら
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
年
金
機
構
法
三
八
条
四
項
に
よ
る
と
、
日
本
年
金
機
構
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
年
金
個
人
情
報

を
自
ら
利
用
し
又
は
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
年
金
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し

又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
執
行
法
に
お
い
て
執
行
裁
判
所
の
開
示
権
が
規
定
さ
れ
れ
ば
、
日
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本
年
金
機
構
に
開
示
を
求
め
て
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
債
務
者
の
金
融
機
関
の
口
座
情
報
の
取
得
は
金
銭

執
行
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
わ
が
国
で
も
検
討
さ
れ
た
財
産
照
会
手
続
試
案
で
は
、
わ
が
国
に
は
債
務
者
の
預

金
口
座
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
集
権
的
な
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
が
存
在
せ
ず
、
各
金
融
機
関

(

支
店)

に
対
し
て
債
務

者
の
預
金
口
座
の
有
無
を
照
会
す
る
他
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
の
債
権
執
行
の
実
務
と
比
べ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
と
説
明
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
債
務
者
の
住
所
地
近
く
の
金
融
機
関
に
当
て
も
な
く
債
権
執
行
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
効
率
が
悪
く
、
ま
た

実
際
に
そ
う
し
て
も
債
務
者
の
口
座
を
発
見
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
の
信
用
制
度
法
二
四
条
ｃ
の
よ
う
に
、

一
般
に
金
融
機
関
は
顧
客
の
口
座
情
報
の
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
こ
れ
を
管
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

預
金
保
険
法
五
五
条
の
二
に
よ
れ
ば
、
預
金
保
険
機
構
は
保
険
事
故
の
発
生
時
に
当
該
金
融
機
関
に
対
す
る
預
金
債
権
額
を
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
金
融
機
関
に
対
し
て
預
金
者
の
個
人
情
報
及
び
そ
の
債
権
の
内
容
に
つ
い
て
の
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
金
融
機
関
は
そ
の
た
め
に
必
要
な
預
金
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
を
講
じ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

(

同
条
四
項)

。
し
た
が
っ
て
、
執
行
裁
判
所
は
金
融
機
関
か
ら
そ
の
顧
客
で
あ
る
債
務
者
の
口
座
情
報
を
迅
速
に

取
得
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
民
事
執
行
法
が
金
融
機
関
に
対
す
る
執
行
裁
判
所
の
開
示
権
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
債
務
者
の
口

座
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
税
務
機
関
や
金
融
監
督
機
関
を
通
し
て
債
務
者
の
情
報
を

取
得
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
税
務
機
関
の
徴
収
職
員
が
国
税
徴
収
法
一
四
一
条
に
よ
る
滞
納
者
の
財
産
調
査
を
行
っ
た

場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
金
融
監
督
機
関
と
し
て
、
銀
行
法
の
二
四
条
及
び
二
五
条
で
は
内
閣
総
理
大
臣
は
職
員
に
銀
行
の
業
務
調
査

を
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
銀
行
に
質
問
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
顧
客
の
口
座
情
報
が
調
査

に
含
ま
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
情
報
取
得
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
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な
お
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
第
三
者
の
開
示
の
取
得
は
執
行
裁
判
所
の
裁
量
に
は
お
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
執
行
裁
判
所
は
債
権

者
の
申
立
て
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
執
行
裁
判
所
か
ら
要
請
を
受
け
た
機
関
は
、
そ
の
情
報
の
開
示
の
た
め
の
要

件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

４)
開
示
結
果
の
債
務
者
へ
の
通
知

ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
、
債
務
者
へ
の
開
示
結
果
の
通
知
は
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
債
権
者
が
第
三
者
の
開
示

に
よ
り
得
た
債
務
者
の
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
、
債
務
者
に
対
す
る
通
知
に
は
一
定
の
期
間
を

設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

三)

制
裁

わ
が
国
は
、
財
産
開
示
じ
た
い
を
強
制
す
る
手
段
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
三
〇
万
円
以
下
の
過
料
が
開
示
を
し
な
い
こ
と
に
対
す
る

制
裁
で
あ
り
、
強
制
手
段
に
代
わ
る
機
能
を
も
つ
。
学
説
及
び
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
過
料
金
額
の
上
限
は
低
く
、

こ
れ
で
は
財
産
開
示
を
強
制
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
産
開
示
手
続
が
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
た
す
た
め
に
も
、

制
裁
の
強
化
は
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
執
行
裁
判
所
に
よ
る
財
産
開
示
手
続
は
当
事
者
尋
問
の
性
質
を
も
つ
証
拠
調
べ
手
続
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

(

�)

、
民
事
訴
訟
法
二
〇
九
条
と
同
じ
く
過
料
に
よ
る
制
裁
は
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
財
産
開
示
手
続

で
は
、
債
務
者
の
供
述
が
唯
一
の
証
拠
資
料
で
あ
り
、
か
つ
自
分
に
不
利
に
な
る
こ
と
か
ら
信
頼
で
き
な
い
証
拠
資
料
で
も
あ
り
、

ま
た
尋
問
の
拒
絶
の
効
果
も
主
張
さ
れ
た
事
実
を
証
明
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
債
務
者
に
は
宣
誓
を

し
た
上
で
の
財
産
開
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
裁
規
定
と
し
て
必
ず
し
も
民
訴
法
二
〇
九
条
だ
け
を
範
と
す

る
必
要
は
な
く
、
よ
り
強
力
な
制
裁
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
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財
産
開
示
を
強
制
す
る
手
段
と
し
て
の
拘
留
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
執
行
法
は
人
的
執
行
を
廃
止
し
て
お
り
、
開
示
手
続
の
場

合
に
だ
け
拘
留
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
強
制
拘
留
の
制
度
を
も
た
な
い
ス
イ
ス
に
お

い
て
、
債
務
者
に
そ
の
財
産
を
報
知
さ
せ
る
た
め
に
は
強
制
拘
留
こ
そ
が
最
も
適
切
で
、
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
り
、

検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
が
規
定
す
る
債
務
者
表
は
財
産
開
示
制
度
と
直
接
の
関
係
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
新
法
は
、
債
務
者
表
が

支
払
能
力
の
な
い
者
の
登
録
簿
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
従
来
の
登
録
原
因
を
変
更
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
当
初
の
目
的
で
あ
る

｢

取
引
の
安
全｣

に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
債
務
者
表
は
債
務
者
に
財
産
開
示
を
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
な
る
が
、

こ
れ
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
は
債
務
者
の
信
用
の
決
定
的
な
失
墜
を
意
味
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
も
債
務
の
弁

済
の
た
め
の
圧
力
手
段
で
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
、
財
産
開
示
手
続
は
、
そ
の
後
の
強
制
執
行
の
た
め
に
債
務
者
の
財
産
状
態
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
取
引
の
安
全
の
た
め
に
債
務
者
の
支
払
能
力
の
欠
如
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
と
は
直
接
関
係
し

な
い
。
債
務
者
表
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
債
務
者
が
財
産
開
示
義
務
を
果
た
さ
ず
、
あ
る
い
は
開
示
さ
れ
た
財
産
に
対
す
る
執
行
が
不

奏
功
に
終
わ
っ
た
場
合
に
そ
の
債
務
者
の
個
人
情
報
が
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
東
京
高
裁
は
個
人
信
用
情
報
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
情
報

(

延
滞
情
報
等)

の
登
録
は
憲
法
一
三
条
等
に
違
反
し
な
い
と
述
べ
る

(

�)

。
し
か
し
、
債
務
者
表
は
、

ド
イ
ツ
で
は
長
年
に
わ
た
り
取
引
社
会
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
来
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
国
家
が
新
た
に
取
引

の
安
全
の
た
め
と
し
て
こ
れ
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
表
は
債
務
の
任
意
弁
済
を
促
す
圧
力
手

段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
強
制
執
行
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
債
権
者
の
満
足
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
財
産
開

示
手
続
と
は
異
な
る

｢

債
務
者
表
へ
の
登
録
手
続｣

と
し
て
、
執
行
が
不
奏
功
に
終
わ
る
場
合
に
債
務
者
を
債
務
者
表
に
登
録
す
る
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と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
に
債
務
者
表
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

七
五
頁
参
照
。

(
�)

V
g

l.
W

alk
e

r
in

S
ch

u
sch

k
e

/W
alk

e
r,

Z
iv

ilp
ro

ze
sso

rd
n

u
n

g
,

3
.

A
u

fl.
2

0
0

2
,
�

8
0

7
R

d
n

r.
3
;

S
ch

n
ig

u
la,

a.a,O
.,

S
.

1
0

7
ff.

(

�)
竹
中
勲

｢

憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
最
高
裁
判
所｣
『

阿
部
照
哉
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集

現
代
社
会
に
お
け
る
国
家
と

法』
(

二
〇
〇
七
年)

三
五
頁
以
下
参
照
。

(

�)
V

g
l.

S
ch

n
ig

u
la,

a.a,O
.,

S
.

1
1

5
f.

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

四
七
頁
以
下
参
照
。

(

�)

竹
中
・
前
掲
三
四
頁
以
下
参
照
。

(

�)

そ
の
他
に
も
、
生
活
保
護
法
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
保
護
の
実
施
機
関
及
び
福
祉
事
務
所
長
は
要
保
護
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
資

産
及
び
収
入
に
つ
き
銀
行
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(

	)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

七
七
頁
以
下
参
照
。

(


)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

七
八
頁
以
下
参
照
。

(

�)

東
京
高
判
平
成
一
〇
年
二
月
二
六
日
金
法
一
五
二
六
号
五
九
頁
。

(

�)

内
山

｢

強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
の
財
産
開
示

(

二
・
完)｣

五
五
頁
参
照
。

五

お
わ
り
に

平
成
一
六
年
か
ら
始
動
し
た
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
は
、
未
だ
利
用
率
が
高
く
な
く
、
実
務
か
ら
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
重
い

問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
財
産
開
示
手
続
実
施
の
要
件
、
執
行
裁
判
所
の
調
査
権
限
の
拡
大
、
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そ
し
て
制
裁
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
し
て
検
討
し
た
。
ド
イ
ツ
の
新
法
は
、
強
制
執
行
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
債
権
者

に
有
効
な
情
報
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
財
産
開
示
手
続
の
先
行
、
第
三
者
の
開
示
制
度
、
さ
ら
に
本
稿
で
は
論

じ
な
か
っ
た
財
産
目
録
の
電
子
化
及
び
中
央
集
中
化
を
導
入
す
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
今
後
の
わ
が
国
の
手
続
を
考
え
る
上
で
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
三
者
の
開
示
及
び
強
化
さ
れ
る
べ
き
制
裁
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
提
案
に
は
至
っ
て
い

な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
新
法
の
運
用
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
を
基
に
し
て
今
後
検
討
し
た
い
。

な
お
、
わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
に
対
し
て
は
こ
の
他
に
も
問
題
は
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
債
権
者
の
有
す
る
債
務
名
義

の
種
類
に
よ
る
制
限
が
あ
る

(
民
事
執
行
法
一
九
七
条
一
項
括
弧
書)

。
立
法
担
当
者
の
解
説
に
よ
れ
ば

(

�)

、
財
産
開
示
手
続
に
よ
り

債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
情
報
が
い
っ
た
ん
開
示
さ
れ
る
と
、
こ
の
情
報
が
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
状
態
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
債
務
名
義
に
つ
い
て
は
暫
定
的
な
裁
判
所
の
判
断
で
あ
る
仮
執
行
宣
言
付
の
も
の
を
除
外
し
、
ま
た
、
誤
っ
た
執
行

が
な
さ
れ
て
も
原
状
回
復
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
金
銭
債
権
に
限
っ
て
債
務
名
義
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
執
行
証
書
及

び
支
払
督
促
も
除
外
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
財
産
開
示
は
、
金
銭
執
行
の
実
効
性
を
挙
げ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
意
さ
れ
た

準
備
執
行
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
独
立
に
強
制
執
行
が
で
き
る
債
務
名
義
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
財
産
開
示
の
申
立
て

が
で
き
る
も
の
を
限
定
す
る
こ
と
は
筋
が
通
ら
ず
、
立
法
論
と
し
て
当
を
得
た
も
の
で
は
な
い

(

�)

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な

制
限
は
な
く
、
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
る
仮
処
分
に
よ
り
、
ま
た
仮
差
押
え
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
の
満
足
の
見
込
み
が
な
い
こ
と

が
疎
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
財
産
開
示
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
債
務
名
義
の
種
類
に
よ
る
制
限
は

不
要
と
す
べ
き
で
あ
る
。

わ
が
国
の
財
産
開
示
手
続
は
草
創
の
立
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
同
様
な
制

法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

論

説

1724

八
六



度
を
も
つ
国
々
の
状
況
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
そ
の
実
効
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

(
�)

谷
口
ら
・
前
掲
一
四
二
頁
参
照
。

(
�)
中
野
・
前
掲
八
三
五
頁
。

(

�)
V

g
l.

G
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l/S
ch

ilk
e

n
/B

e
ck

e
r-E

b
e

rh
ard

t,
a.a.O

.,
S
.

1
0

8
1
.
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������������der 	�
�������������

Eiji UCHIYAMA

��
 die ������������ der Geldvollstreckung ist eine Kenntnis des

�������
����
den 	�
������������des Schuldners von besondere

Bedeutung. Der Schuldner kann die Befriedigung des�������
�durch eine

Verheimlichung von 	�
�������
��� erschweren. Der Schuldner ist

verpflicht, zum Zwecke der Vollstreckung einer Geldforderung auf

Verlangen des Vollstreckungsgerichts Auskunft ���
sein 	�
����zu

erteilen (�199 Zivilvollstreckungsgesetz). Die Verpflichtung des

Schuldners ist nach seiner Funktion ein Hilfsmittel dieser Vollstreck-

ungsarten, das das ZVG bei Fruchtlosigkeit der Geldvollstreckung (�197)
verwendet.

Die geltende Regelung des Offenbarungsverfahrens kann ihre Aufgabe der

����������
��nur unzureichend �
�������Denn Sie hat kein wirksams

Mittel zur effektiven Informationsbeschaffung��
den�������
�Die�����

������
�������die Wirksamkeit der Zwangsvollstreckung insgesamt. Die

Informationsdefizite des�������
����
��in einer Vielzahl von������dazu,

dass eine Vollstreckung mangels Erfolgsaussichten gar nicht erst eingeleitet

wird oder aber ergebnislos bleibt.

In diesem Beitrag wird auf Grund der Neuregelung der ����������
��in

der Zwangsvollstreckung in Deutschland die ������������der 	�
�����

���������untersucht.

 ���������
�����

1. Einleitung

2. Probleme der 	�
�������������in Japan

3. Reform der����������
��in der Zwangsvollstreckung in Deutschland



法と政治 62巻 4号 (2012年 1月)

財
産
開
示
手
続
の
実
効
性

1727

八
九

4. ������������der 	�
�������������in Japan

5. Ergebnis




